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第16章 準備書等の記載事項の修正内容 

16.1 準備書から補正前の評価書への修正 

環境影響評価法第20条第1項に基づく千葉県知事意見を勘案するとともに同法第18条第1項の

意見に配慮して環境影響評価準備書の記載事項について検討を加え、補正前の評価書において

行った修正等を表16.1-1及び表16.1-2に示します。なお、表現の適正化及び誤字、脱字等の訂

正については適宜行いました。 

 

表 16.1-1(1) 知事意見を踏まえた準備書の記載事項の修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P10.1-44 

第10章10.1 

【5～8行目】 

g)バックグラウウンド濃度 

なお、ここでいうバックグラウンド濃度

とは、予測地点における一般的な状況の

大気質濃度であり、特定の排出源による

影響を受けない大気質濃度をいいます。

【5～8行目】 

g)バックグラウウンド濃度 

なお、ここでいうバックグラウンド濃度と

は、予測地点における一般的な状況の大気質

濃度であり、予測対象道路以外の移動発生

源、固定発生源、群小発生源及び自然界等す

べてに由来する大気質濃度に相当するもの

をいいます。 

P10.2-9～17 

第10章10.2 

 

【3～4 行目】 

― 

【3～4行目】 

なお、予測式は、（一社）日本音響学会が提

案している最新の予測式である ASJ 

RTN-Model 2018 を用いました。 

※モデル更新に伴う関連箇所を更新 

P10.2-29～39 

第10章10.2 

【(5)予測結果・全体】 

計画路線の予測値は、近接空間の昼間

が 55～74dB、夜間が 52～71dB、背後地の

昼間が 55～70dB、夜間が 52～67dB です。

既存道路の影響を考慮した予測値の合成

値は、近接空間の昼間が 63～74dB、夜間

が 60～71dB 、背後地の昼間が 59～70dB、

夜間が 55～67dB となっています。 

【(5)予測結果・全体】 

計画路線の予測値は、近接空間の昼間が

57～74dB、夜間が 54～71dB、背後地の昼間

が 58～71dB、夜間が 54～68dB です。既存道

路の影響を考慮した予測値の合成値は、近接

空間の昼間が 64～74dB、夜間が 61～71dB 、

背後地の昼間が 62～71dB、夜間が 59～68dB

となっています。 

※モデル更新に伴う関連箇所を更新 

P10.2-41～51、

53、55 

第10章10.2 

【3)環境保全措置の検討・全体】 

NO.1 における環境保全措置 

・側壁吸音板 

NO.9 における環境保全措置 

・遮音壁 

下り線：左側 5.0 

右側 1.0m 

上り線：左側 3.0m  

【3)環境保全措置の検討・全体】 

NO.1 における環境保全措置 

・側壁吸音板 

・遮音壁 

下り側：0.5m 

上り側：0.5m 

NO.9 における環境保全措置 

・遮音壁 

下り線：左側 5.0+1.0m 

右側 1.0m 

上り線：左側 3.0m  

※モデル更新に伴う関連箇所を更新 
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表 16.1-1(2) 知事意見を踏まえた準備書の記載事項の修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P10.2-63～72 

第10章10.2 

 

【6)評価・全体】 

― 

【6)評価・全体】 

予測値を更新 

※モデル更新に伴う関連箇所を更新 

P10.2-89～90 

第10章10.2 

【3～4行目】 

(1)予測手法 

― 

【3～4行目】 

(1)予測手法 

なお、予測式は、（一社）日本音響学会が提

案している最新の予測式である ASJ 

RTN-Model 2018 を用いました。 

※モデル更新に伴う関連箇所を更新 

P10.2-98 

第10章10.2 

表10.2.3-5 

【1 行目】 

(5)予測結果 

予測値は 56～76dB です。予測結果を
表 10.2.3 5 に示します。 

【1行目】 

(5)予測結果 

予測値は 56～76dB です。予測結果を表 

10.2.3 5 に示します。 

※モデル更新に伴い、ΔLの予測値を更新 

P10.6-21 

第10章10.6 

表10.6.1-8 

【実施内容 位置】 

地下式の道路部（掘削工事、トンネル工

事箇所） 

【実施内容 位置】 

地下式の道路部及び掘削工事、トンネル工事

の実施区間 

P10.6-27 

第10章10.6 

表10.6.2-3 

【調査期間】 

・No.6(北)、No.9(北)、No.10(北)、

No.11(北)、No.9(南)、No.10(南)、

No.11(南) 令和元年 8月 7 日～令和

元年 11 月 19 日 

・No.4(北)、No.7(北)、No.8(北)、

No.3(南)、No.4(南) 令和元年 8月 8

日～令和元年 11 月 19 日 

・No.1(北)、No.2(北)、No.3(北)、

No.1(南)、令和元年 8月 9日～令和元

年 11 月 19 日 

・No.7(南)、No.8(南) 令和元年 8月

23 日～令和元年 11 月 19 日 

【調査期間】 

・No.6(北)、No.9(北)、No.10(北)、No.11(北)、

No.9(南)、No.10(南)、No.11(南) 令和元

年 8 月 7日～令和 2年 7月 13 日 

・No.4(北)、No.7(北)、No.8(北)、No.3(南)、

No.4(南) 令和元年 8月 8日～令和 2年 7

月 13 日 

・No.1(北)、No.2(北)、No.3(北)、No.1(南)、

令和元年 8月 9 日～令和 2 年 7月 13 日 

・No.7(南)、No.8(南) 令和元年 8月 23 日

～令和 2年 7月 13 日 
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表 16.1-1(3) 知事意見を踏まえた準備書の記載事項の修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P10.6-37 

第10章10.6 

【3～13 行目】 

令和元年 8 月～令和元年 11 月における浅

層地下水 Ds1 層の水位変動幅は、約 0.8m

～2.3m（平均約 1.7m）でした。 

令和元年 8 月～令和元年 11 月における深

層地下水 Ds2 層の水位変動幅は、約 0.6～

2.0m（平均約 1.4m）でした。 

令和元年 8 月～令和元年 11 月における深

層地下水 Ds3 層の水位変動幅は、約 0.7m

～1.6m（平均約 1.1m）でした。 

また、帯水層毎の地下水位標高は、浅層地

下水 Ds1 層が高く、深層地下水 Ds2 層から

深層地下水 Ds3 層の順に帯水層深度が深

くなるに従って地下水位標高が低くなる

傾向があります。 

【3～13 行目】 

令和元年8月～令和2年7月における浅層

地下水 Ds1 層の水位変動幅は、約 0.8m～

3.3m（平均約 1.7m）でした。 

令和元年8月～令和2年7月における深層

地下水 Ds2 層の水位変動幅は、約 0.6～

2.0m（平均約 1.4m）でした。 

令和元年8月～令和2年7月における深層

地下水 Ds3 層の水位変動幅は、約 0.7m～

1.7m（平均約 1.1m）でした。 

令和元年8月～令和2年7月における深

層地下水 Ds4 層の水位変動幅は、約 1.9～

2.2m（平均約 2.1m）でした。 

また、帯水層毎の地下水位標高は、浅層地

下水 Ds1 層が高く、深層地下水 Ds2 層から

深層地下水 Ds3 層、深層地下水 Ds4 層の順

に帯水層深度が深くなるに従って地下水

位標高が低くなる傾向があります。 

P10.6-41～42 

第10章10.6 

図10.6.2-10～

11 

【図の更新】 

令和元年 8 月～令和元年 11 月の地下水位

観測結果 

【図の更新】 

令和元年8月～令和2年7月の地下水位観

測結果 

P10.6-44～46 

第10章10.6 

図10.6.2-12～ 

14 

【図の更新】 

令和元年 8 月～令和元年 11 月の地下水位

観測結果に基づく地下水位コンター図 

 

【図の更新】 

令和元年8月～令和2年7月の地下水位観

測結果に基づく地下水位コンター図 

P10.6-78 

第10章10.6 

表10.6.2-21 

【実施内容 位置】 

地下式の道路部（掘削工事、トンネル工事

箇所） 

【実施内容 位置】 

地下式の道路部及び掘削工事、トンネル工

事の実施区間 

P10.7-4 

第10章10.7 

表10.7.1-4 

【調査期間】 

・No.6(北)、No.9(北)、No.10(北)、

No.11(北)、No.9(南)、No.10(南)、

No.11(南) 令和元年 8月 7 日～令和元

年 11 月 19 日 

・No.4(北)、No.7(北)、No.8(北)、No.3(南)、

No.4(南) 令和元年8月8日～令和元年

11 月 19 日 

・No.1(北)、No.2(北)、No.3(北)、No.1(南)、

令和元年8月9日～令和元年11月 19日

・No.7(南)、No.8(南) 令和元年 8月 23

日～令和元年 11 月 19 日 

【調査期間】 

・No.6(北)、No.9(北)、No.10(北)、

No.11(北)、No.9(南)、No.10(南)、

No.11(南) 令和元年 8月 7 日～令和 2

年 7 月 13 日 

・No.4(北)、No.7(北)、No.8(北)、No.3(南)、

No.4(南) 令和元年8月8日～令和2年

7月 13 日 

・No.1(北)、No.2(北)、No.3(北)、No.1(南)、

令和元年 8月 9 日～令和 2 年 7月 13 日

・No.7(南)、No.8(南) 令和元年 8月 23

日～令和 2年 7 月 13 日 
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表16.1-1(4) 知事意見を踏まえた準備書の記載事項の修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P10.7-14 

第10章10.7 

【3～13 行目】 

令和元年 8 月～令和元年 11 月における浅

層地下水 Ds1 層の水位変動幅は、約 0.8m

～2.3m（平均約 1.7m）でした。 

令和元年 8 月～令和元年 11 月における深

層地下水 Ds2 層の水位変動幅は、約 0.6～

2.0m（平均約 1.4m）でした。 

令和元年 8 月～令和元年 11 月における深

層地下水 Ds3 層の水位変動幅は、約 0.7m

～1.6m（平均約 1.1m）でした。 

また、帯水層毎の地下水位標高は、浅層地

下水 Ds1 層が高く、深層地下水 Ds2 層から

深層地下水 Ds3 層の順に帯水層深度が深

くなるに従って地下水位標高が低くなる

傾向があります。 

【3～13 行目】 

令和元年8月～令和2年7月における浅層

地下水 Ds1 層の水位変動幅は、約 0.8m～

3.3m（平均約 1.7m）でした。 

令和元年8月～令和2年7月における深層

地下水 Ds2 層の水位変動幅は、約 0.6～

2.0m（平均約 1.4m）でした。 

令和元年8月～令和2年7月における深層

地下水 Ds3 層の水位変動幅は、約 0.7m～

1.7m（平均約 1.1m）でした。 

令和元年8月～令和2年7月における深

層地下水 Ds4 層の水位変動幅は、約 1.9～

2.2m（平均約 2.1m）でした。 

また、帯水層毎の地下水位標高は、浅層地

下水 Ds1 層が高く、深層地下水 Ds2 層から

深層地下水 Ds3 層、深層地下水 Ds4 層の順

に帯水層深度が深くなるに従って地下水

位標高が低くなる傾向があります。 

P10.7-18～19 

第10章10.7 

図10.7.1-10～ 

11 

【図の更新】 

令和元年 8 月～令和元年 11 月の地下水位

観測結果 

【図の更新】 

令和元年8月～令和2年7月の地下水位観

測結果 

P10.7-21～22 

第10章10.7 

表10.7.1-10 

【平均地下水位】 

令和元年 8 月～令和元年 11 月の平均地下

水位 

【平均地下水位】 

令和元年8月～令和2年7月の平均地下水

位 

10.7-32 

第10章10.7 

表10.7.1-16 

【実施内容 位置】 

地下式の道路部（掘削工事、トンネル工事

箇所） 

【実施内容 位置】 

地下式の道路部及び掘削工事、トンネル工

事の実施区間 

P10.9-5 

第10章10.9 

【4～6行目】 

該当する種について、動物相の調査と併せ

て行いました。 

【4～6行目】 

該当する種について、動物相の調査と併せ

て行いました。なお、重要な種の選定根拠

については、「千葉県の保護上重要な野生

生物 千葉県レッドリスト 動物編（2019

年改訂版）」を用いることにより地域にお

ける希少性及び重要性を考慮しました。 

P10.9-60、102

～103、143～

149 

第10章10.9 

表10.9.1-25 

(1) 

【影響予測 存在・供用 道路の存在 7

～8 行目】 

・水辺環境が主に分布する神崎川、二重川

や国分川の渡河部は橋梁であることより、

道路供用後にも移動経路は確保されると

考える。 

【影響予測 存在・供用 道路の存在 7

～8 行目】 

・本種の主な生息基盤である水辺環境は、

神崎川、二重川や国分川の渡河部が橋梁で

あることにより、都市計画対象道路による

分断は生じず、道路供用後にも移動経路は

確保されると考える。 

 



16-5 

 

表 16.1-1(5) 知事意見を踏まえた準備書の記載事項の修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P10.9-61、104、

110～111 

第10章10.9 

表10.9.1-25 (2) 

【影響予測 存在・供用 道路の存在 7

～9 行目】 

・都市計画対象道路の西側区間は嵩上式

部、地表式部に設置される横断構造物部

に移動経路が確保されること、東側区間

は神崎川や二重川の渡河部は橋梁である

ことより、道路供用後にも移動経路は確

保されると考える。 

【影響予測 存在・供用 道路の存在 7

～9 行目】 

・本種の主な生息基盤である樹林環境は、

都市計画対象道路の西側区間で一部に分

断が生じるが、本種は分断が生じる樹林の

近傍では確認されていない。また、都市計

画対象道路の西側区間は嵩上式部、地表式

部に設置され 

P10.9-101 

第10章10.9 

表10.9.1-27(1) 

【影響予測 存在・供用 道路の存在 1

行目】 

・調査地域における本種の生息環境は、

水辺環境を中心に樹林環境や耕作地及び

緑の多い住宅地環境を利用していると考

える。 

 

【同上 8～9 行目】 

・本種の主な生息環境である水辺環境の

消失･縮小は一部分（事業による改変面積

約 3.5ha）であり、周囲には同様の環境

が残ると考える。 

 

【同上 10～12 行目】 

・その他の区域の卵塊及び幼生が確認さ

れた水辺環境では、地下水位の変化、そ

れに伴う湧水の水量の変化はほとんど生

じないことから、生息確認地点の環境条

件（流量･水温など）の変化も生じないと

考える。 

 

【同上 13～14 行目】 

・水辺環境が主に分布する神崎川、二重

川や国分川の渡河部は橋梁であることよ

り、道路供用後にも移動経路は確保され

ると考える。 

【影響予測 存在・供用 道路の存在 1

行目】 

・調査地域における本種の生息環境は、樹

林環境を中心に水辺環境や耕作地及び緑

の多い住宅地環境を利用していると考え

る。 

 

【同上 8～9 行目】 

・本種の主な生息環境である樹林環境の消

失･縮小は一部分（事業による改変面積約

7.4ha）であり、周囲には同様の環境が残

ると考える。 

 

【同上 10～12 行目】 

 － 

 

 

 

 

 

 

【同上 13～14 行目】 

・本種の主な生息基盤である樹林環境は、

都市計画対象道路の西側区間で一部に分

断が生じる。本種の確認箇所 30 箇所のう

ち、分断が生じる樹林の近傍で確認された

のは 2 箇所であり、約 60ｍにわたって分

断が生じるが、都市計画対象道路の西側区

間は嵩上式部、地表式部に設置される横断

構造物部に移動経路が確保されること、東

側区間は神崎川や二重川の渡河部は橋梁

であることより、道路供用後にも移動経路

は確保されると考える。 
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表 16.1-1(6) 知事意見を踏まえた準備書の記載事項の修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P10.9-105～

108、112 

第10章10.9 

表10.9.1-28(2) 

【影響予測 存在・供用 道路の存在 

10～12 行目】 

・都市計画対象道路の西側区間は嵩上式

部、地表式部に設置される横断構造物部

に移動経路が確保されること、東側区間

は神崎川や二重川の渡河部は橋梁である

ことより、道路供用後にも移動経路は確

保されると考える。 

【影響予測 存在・供用 道路の存在 10

～12 行目】 

・本種の主な生息基盤である耕作地及び緑

の多い住宅地環境は、都市計画対象道路に

より分断が生じるが、事業実施区域の約 9

割を占めており、周辺には同質の環境が広

範に分布している。また、都市計画対象道

路の西側区間は嵩上式部、地表式部に設置

され 

P10.9-109 

第10章10.9 

表10.9.1-28(6) 

【影響予測 存在・供用 道路の存在 8

～10 行目】 

・都市計画対象道路の西側区間は嵩上式

部、地表式部に設置される横断構造物部

に移動経路が確保されること、東側区間

は神崎川や二重川の渡河部は橋梁である

ことより、道路供用後にも移動経路は確

保されると考える。 

【影響予測 存在・供用 道路の存在 8

～10 行目】 

・本種の主な生息基盤である樹林環境は、

都市計画対象道路の西側区間で一部に分

断が生じる。本種の確認箇所 8 箇所のう

ち、分断が生じる樹林の近傍で確認された

のは 1 箇所であり、約 60ｍにわたって分

断が生じるが、都市計画対象道路の西側区

間は嵩上式部、地表式部に設置され 

P10.9-113 

第10章10.9 

表

10.9.1-28(10) 

【影響予測 存在・供用 道路の存在 4

行目】 

・本種の主な生息環境である水辺環境の

消失･縮小は一部分 

 

【同上 6～8 行目】 

・都市計画対象道路の西側区間は嵩上式

部、地表式部に設置される横断構造物部

に移動経路が確保されること、東側区間

は神崎川や二重川の渡河部は橋梁である

ことより、道路供用後にも移動経路は確

保されると考える。 

【影響予測 存在・供用 道路の存在 4

行目】 

・本種の主な生息環境である樹林環境の消

失･縮小は一部分 

 

【同上 6～8 行目】 

・本種の主な生息基盤である樹林環境は、

都市計画対象道路の西側区間で一部に分

断が生じるが、本種は分断が生じる樹林の

近傍では確認されていない。また、都市計

画対象道路の西側区間は嵩上式部、地表式

部に設置され 

P10.10-3 

第10章10.10 

 

【4～6 行目】 

「植物相、植生及び付着藻類の状況」と

併せて行いました。 

【4～6行目】 

「植物相、植生及び付着藻類の状況」と併

せて行いました。なお、重要な種の選定根

拠については、「千葉県の保護上重要な野

生生物 千葉県レッドリスト 植物・菌類

編（2017 年改訂版）」を用いることによ

り地域における希少性及び重要性を考慮

しました。 

P10.10-11 

第10章10.10 

 

【2～3 行目】 

なお、サイカチ、シランは、逸出個体の

現地確認です。 

【2～3行目】 

なお、カスミザクラ、サイカチ、シランは、

逸出個体の現地確認です。 
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表 16.1-1(7) 知事意見を踏まえた準備書の記載事項の修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P10.10-30、36 

第10章10.10 

表10.10.1-12 

【カスミザクラ 予測対象】 

● 

 

【カスミザクラ 選別根拠】 

予測地域内で現地確認されている。 

 

【予測対象 合計】 

41 種 

【カスミザクラ 予測対象】 

(削除) 

 

【カスミザクラ 選別根拠】 

植栽種であるため予測の対象外とする。 

 

【予測対象 合計】 

40 種 

P10.10-38～39 

第10章10.10 

表10.10.1-13 

【行の削除】 

10 カスミザクラ 

【行の削除】 

（削除） 

以降通し番号修正 

P10.10-46～64 

第10章10.10 

【表の削除】 

表10.10.1-14(10) 10カスミザクラ 

 

【表の削除】 

（削除） 

以降図表番号、通し番号修正 

P10.11-7 

第10章10.11 

 

【5～6 行目】 

あるいはその地域の象徴といった観点に

より注目種･群集の絞り込みを行いまし

た。 

【5～6行目】 

あるいはその地域の象徴性や希少性及び

重要性といった観点により注目種･群集の

絞り込みを行いました。 

P10.11-9 

第10章10.11 

表10.11.1-6(1) 

【ホンドタヌキ 基盤の利用状況 内容】

3 項目目 

 ― 

 

 

 

 

【ノウサギ 基盤の利用状況 内容】 

3 項目目 

 ― 

 

【ホンドタヌキ 基盤の利用状況 内容】 

3 項目目 

・本種は約 160m の幅で分断が生じる樹林

で 2 箇所、約 60m の幅で分断が生じる樹林

で 2 箇所確認されたが、75 箇所は分断が

生じる樹林から離れた場所で確認。 

 

【ノウサギ 基盤の利用状況 内容】 

3 項目目 

・本種は約 160m の幅で分断が生じる樹林

で 7 箇所確認されたが、43 箇所は分断が

生じる樹林から離れた場所で確認。 

P10.11-10 

第10章10.11 

表10.11.1-6(2) 

【ホンドアカネズミ 基盤の利用状況 内

容】 

3 項目目 

 ― 

 

【ホンドアカネズミ 基盤の利用状況 内

容】 

3 項目目 

・本種は分断が生じる樹林から離れた 7箇

所で確認。 
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表 16.1-1(8) 知事意見を踏まえた準備書の記載事項の修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P10.11-18 

第10章10.11 

 

【3～4 行目】 

事業により樹林環境の一部が消失･縮小

しますが、周辺に同様の環境が広くまた

は一定規模で残るほか、 

 

 

【9～11 行目】 

道路の存在により移動経路の分断、生息

個体の孤立といった影響が地上移動能力

の大きい動物に考えられますが、 

 

【3～4行目】 

事業により「樹林環境の生態系」

（117.03ha）の一部（改変面積 7.40ha）

が消失･縮小･分断しますが、周辺に同様の

環境が広くまたは一定規模で残るほか、 

 

【9～11 行目】 

樹林環境の 2箇所において約 160m の幅、

約 60m の幅で分断が生じるため、道路の存

在により移動経路の分断、生息個体の孤立

といった影響が地上移動能力の大きい動

物に考えられますが、 

P10.11-20 

第10章10.11 

 

【2～4 行目】 

事業により主要な生息･生育基盤の一部

が消失･縮小しますが、周辺に同様の環境

が広くまたは一定規模で残るほか、 

 

 

 

【8～10 行目】 

道路の存在により移動経路の分断、生息

個体の孤立といった影響が地上移動能力

の大きい動物に考えられますが、 

【2～4行目】 

事業により「耕作地及び緑の多い住宅地環

境の生態系」（1,230.96ha）の一部（改変

面積99.79ha）が消失･縮小･分断しますが、

周辺に同様の環境が広くまたは一定規模

で残るほか、 

 

【8～10 行目】 

道路の存在により移動経路の分断、生息個

体の孤立といった影響が地上移動能力の

大きい動物に考えられますが、耕作地及び

緑の多い住宅地環境は事業実施区域の約9

割を占めており、周辺には同質の環境が広

範に分布しています。また、 

P10.11-24 

第10章10.11 

 

【2～4 行目】 

事業によりこれらの主要な生息･生育基

盤の一部が消失･縮小しますが、周辺に同

様の環境が一定規模で残るほか、 

 

 

【12～14 行目】 

また、道路の存在による移動経路の分断

の影響もほとんど生じないと考えます。

【2～4行目】 

事業により「水辺環境の生態系」（20.43ha）

の一部（改変面積 3.48ha）が消失･縮小･

分断しますが、周辺に同様の環境が一定規

模で残るほか、 

 

【12～14 行目】 

また、水辺環境は、神崎川、二重川や国分

川の渡河部が橋梁であることにより、都市

計画対象道路による分断は生じず、道路供

用後にも移動経路は確保されると考えま

す。 

P11-11～18 

第11章 

表11-1(10)～

(17) 

【予測結果、評価結果】 

ASJRTN-Model2013 を用いた計算結果 

 

【予測結果、評価結果】 

ASJRTN-Model2018 を用いた計算結果 

※モデル更新に伴う関連箇所を更新 

P11-20 

第11章 

表11-1(19) 

【予測結果】 

ASJRTN-Model2013 を用いた計算結果 

【予測結果】 

ASJRTN-Model2018 を用いた計算結果 

※モデル更新に伴う関連箇所を更新 
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表 16.1-1(9) 知事意見を踏まえた準備書の記載事項の修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P11-30 

第11章 

表11-1(29) 

【地下水の状況】 

令和元年8月～令和元年11月における浅

層地下水 Ds1 層の水位変動幅は、約 0.8m

～2.3m（平均約 1.7m）でした。 

令和元年8月～令和元年11月における深

層地下水 Ds2 層の水位変動幅は、約 0.6

～2.0m（平均約 1.4m）でした。 

令和元年8月～令和元年11月における深

層地下水 Ds3 層の水位変動幅は、約 0.7m

～1.6m（平均約 1.1m）でした。 

【地下水の状況】 

令和元年8月～令和2年7月における浅層

地下水 Ds1 層の水位変動幅は、約 0.8m～

3.3m（平均約 1.7m）でした。 

令和元年8月～令和2年7月における深層

地下水 Ds2 層の水位変動幅は、約 0.6～

2.0m（平均約 1.4m）でした。 

令和元年8月～令和2年7月における深層

地下水 Ds3 層の水位変動幅は、約 0.7m～

1.7m（平均約 1.1m）でした。 

P11-30 

第11章 

表11-1(29) 

【環境保全措置】 【環境保全措置】 

P11-32 

第11章 

表11-1(31) 

【環境保全措置】 【環境保全措置】 

 

P11-36 

第11章 

表11-1(35) 

【予測結果 1 行目】 

予測対象は、植物が 38 種、付着藻類が 3

種です。 

【予測結果 1 行目】 

予測対象は、植物が 37 種、付着藻類が 3

種です。 
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表16.1-1(10) 知事意見を踏まえた準備書の記載事項の修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P11-38 

第11章 

表11-1(37) 

【予測結果 5～7 行目】 

事業により樹林環境の一部が消失･縮小

しますが、周辺に同様の環境が広くまた

は一定規模で残るほか、 

 

 

【予測結果 15～17 行目】 

道路の存在により移動経路の分断、生息

個体の孤立といった影響が地上移動能力

の大きい動物に考えられますが、 

 

 

【予測結果 5～8 行目】 

事業により「樹林環境の生態系」

（117.03ha）の一部（改変面積 7.40ha）

が消失･縮小･分断しますが、周辺に同様の

環境が広くまたは一定規模で残るほか、 

 

【予測結果 16～19 行目】 

樹林環境の 2箇所において約 160m の幅、

約 60m の幅で分断が生じるため、道路の存

在により移動経路の分断、生息個体の孤立

といった影響が地上移動能力の大きい動

物に考えられますが、 

P11-39 

第11章 

表11-1(38) 

【予測結果 4～6 行目】 

事業により主要な生息･生育基盤の一部

が消失･縮小しますが、周辺に同様の環境

が広くまたは一定規模で残るほか、 

 

 

 

【予測結果 14～6 行目】 

道路の存在により移動経路の分断、生息

個体の孤立といった影響が地上移動能力

の大きい動物に考えられますが、 

 

【予測結果 4～7 行目】 

事業により「耕作地及び緑の多い住宅地環

境の生態系」（1,230.96ha）の一部（改変

面積99.79ha）が消失･縮小･分断しますが、

周辺に同様の環境が広くまたは一定規模

で残るほか、 

 

【予測結果 15～19 行目】 

道路の存在により移動経路の分断、生息個

体の孤立といった影響が地上移動能力の

大きい動物に考えられますが、耕作地及び

緑の多い住宅地環境は事業実施区域の約9

割を占めており、周辺には同質の環境が広

範に分布しています。また、 

P11-40 

第11章 

表11-1(39) 

【予測結果 5～7 行目】 

事業によりこれらの主要な生息･生育基

盤の一部が消失･縮小しますが、周辺に同

様の環境が一定規模で残るほか、 

 

 

【予測結果 20～21 行目】 

また、道路の存在による移動経路の分断

の影響もほとんど生じないと考えます。

【予測結果 5～7 行目】 

事業により「水辺環境の生態系」（20.43ha）

の一部（改変面積 3.48ha）が消失･縮小･

分断しますが、周辺に同様の環境が一定規

模で残るほか、 

 

【予測結果 21～24 行目】 

また、水辺環境は、神崎川、二重川や国分

川の渡河部が橋梁であることにより、都市

計画対象道路による分断は生じず、道路供

用後にも移動経路は確保されると考えま

す。 

資料編 

P1-11～37 

第1章1.3 

【項目追加】 

 ― 

【項目追加】 

1.3 環境保全措置事例 

資料編 

P2-77～84 

第2章2.5 

【項目追加】 

 ― 

【項目追加】 

2.5 現地調査地点詳細位置 
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表 16.1-1(11) 知事意見を踏まえた準備書の記載事項の修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

資料編 

P3-2～21 

第3章3.1 

【図の修正】 

ASJRTN-Model2013 を用いた計算結果に

よる等音分布図 

【図の修正】 

ASJRTN-Model2018 を用いた計算結果によ

る等音分布図 

資料編 

P3-39 

第3章3.3.2 

2) 

【1～2 行目】 

実測値における鉄道騒音の増加量を加算

した場合、表 3.3 3 に示すとおり、合成

値は変化しない結果となりました。 

 

 

 

【表の更新】 

 ― 

【1～2行目】 

実測値における鉄道騒音の増加量を加算

した場合、表 3.3 3 に示すとおり、ΔL (実

測値における鉄道騒音の増加量)は 0.2～

0.5dB であり、合成値はほとんど変化しな

い結果となりました。 

 

【表の更新】 

※モデル更新に伴う関連箇所を更新 

資料編 

P8-1 

第8章8.1 

表8.1-1(1) 

【オオバノハチジョウシダ 備考】 

 ― 

 

【ツノハシバミ 備考】 

 ― 

【オオバノハチジョウシダ 備考】 

逸出 

 

【ツノハシバミ 備考】 

逸出 

資料編 

P8-2 

第8章8.1 

表8.1-1(2) 

【カンアオイ 備考】 

 ― 

【カンアオイ 備考】 

植栽 

資料編 

P8-3 

第8章8.1 

表8.1-1(3) 

【カスミザクラ 備考】 

 ― 

 

【シラキ 備考】 

 ― 

 

【ヒメユズリハ 備考】 

 ― 

【カスミザクラ 備考】 

植栽 

 

【シラキ 備考】 

植栽、逸出 

 

【ヒメユズリハ 備考】 

植栽、逸出 

資料編 

P8-4 

第8章8.1 

表8.1-1(4) 

【ヤマブドウ 備考】 

 ― 

【ヤマブドウ 備考】 

植栽、逸出 

資料編 

P8-13 

第8章8.2 

【項目追加】 

 ― 

【項目追加】 

8.2 生態系区分と植生区分の面積、箇所

数 
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表 16.1-2(1) その他、準備書からの主な修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

全体 ― 誤記を修正した。 

P3-30 

第3章3.3.3 

 

【7～11 行目】 

 ― 

【7～11 行目】 

(7) 供用後の路面排水 

供用後における路面排水に関しては、処理

枡等を適切に設置して路面排水による水質

への負荷の低減を図るとともに、路面排水

が直接、手賀沼や印旛沼に流入しないよう

処理枡等を経由し、河川等に排水するよう

に努め、このほか、透水性舗装の整備など

も行います。また処理枡等については、適

切な維持管理を実施した上で、路面等の清

掃などの維持管理も行いながら、周辺の公

共用水域への水質の影響の低減に努めま

す。 

P4-58～61 

第4章4.1.3.2 

表4.1-17 

図4.1-18 

【1～4 行目】 

調査区域での平成 29 年 1 月から翌 30 年

1 月にかけての地盤沈下の変動量は、8.9～

-10.6mm となっています。 

調査区域における地盤沈下の状況（平成 24

年～平成 30 年）を表 4.1-17 に、水準点の

位置を図 4.1-18 に示します。 

 

 

【表の更新】 

 ― 

 

【出典の更新】 

出典：「千葉県水準測量成果表（平成 24

年～平成 30 年）」（平成 30 年 1 月 千葉

県環境生活部水質保全課） 

 

【図の更新】 

出典：「千葉県水準測量成果表（平成 24

年～平成 30 年）」（平成 30 年 1 月 千葉

県環境生活部水質保全課） 

 

 

【1～4行目】 

調査区域での平成 29 年 1 月から平成 31

年 1 月にかけての地盤沈下の変動量は、8.9

～-15.6mm となっています。 

調査区域における地盤沈下の状況（平成 24

年～平成 31 年）を表 4.1-17 に、水準点の

位置を図 4.1-18 に示します。 

 

 

【表の更新】 

※表の更新 

 

【出典の更新】 

出典：「千葉県水準測量成果表（平成 24

年～平成 31 年）」（令和元年 12 月 千葉

県環境生活部水質保全課） 

 

【図の更新】 

出典：「千葉県水準測量成果表（平成 24

年～平成 31 年）」（令和元年 12 月 千葉

県環境生活部水質保全課） 
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表 16.1-2(2) その他、準備書からの主な修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P4-163 

第4章4.2.7.3 

 

 

【1～3 行目】 

調査区域の 8自治体は、「自動車から排出

される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地

域における総量の削減等に関する特別措置

法」（以下、「自動車 NOx・PM 法」といい

ます。）の対策地域に含まれています。 

 

 

【5～7行目】 

千葉県では、平成 25 年 3 月に「第 2 期千葉

県自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒

子状物質総量削減計画」を定めており、調

査区域の対象地域としては、市川市、船橋

市、松戸市、八千代市、柏市、鎌ケ谷市、

白井市の７市が含まれています。 

【1～3行目】 

調査区域の 8自治体のうち、印西市を除く

7 自治体は、「自動車から排出される窒素

酸化物及び粒子状物質の特定地域における

総量の削減等に関する特別措置法」（以下、

「自動車 NOx・PM 法」といいます。）の対

策地域に含まれています。 

 

【5～7行目】 

千葉県では、平成 25 年 3 月に「第 2 期千葉

県自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒

子状物質総量削減計画」を定めており、調

査区域のうち、計画の対象地域としては、

市川市、船橋市、松戸市、八千代市、柏市、

鎌ケ谷市、白井市の７市が含まれています。

P4-203 

第4章4.2.7.7 

【4～5 行目】 

調査区域では、市川市、船橋市、松戸市、

八千代市、鎌ケ谷市の一部が該当します。

【4～5行目】 

調査区域では、市川市、船橋市、松戸市、

柏市、八千代市、鎌ケ谷市の一部が該当し

ます。 

P4-204 

第4章4.2.7.8 

 

 

【6～10 行目】 

 ― 

【6～10 行目】 

なお、印旛沼及び手賀沼は、昭和 60 年 12

月に湖沼水質保全特別措置法に基づき指定

湖沼の指定を受けており、平成 29 年 3 月

に「印旛沼に係る湖沼水質保全計画（第 7

期）」及び「手賀沼に係る湖沼水質保全計

画（第 7期）」を策定し、総合的な水質保

全対策の推進が図られています。それら計

画において、流出対策（市街地対策）の一

環として「透水性舗装の整備」や「路面・

側溝清掃」が挙げられています。 
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表 16.1-2(3) その他、準備書からの主な修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P4-232 

第4章4.2.9.1 

表4.2-66 

 

 

 

【4 行目】 

調査区域の 8自治体には、産業廃棄物中間

処理業者が 13 社あります。 

 

【内容、出典及び注釈追加】 

 
 

 

 

 

【4 行目】 

調査区域の 8自治体には、産業廃棄物中間

処理業者が 19 社あります。 

 

【内容、出典及び注釈追加】 

P4-233 

第4章4.2.9.1 

図4.2-24 

【図の修正】 

 ― 

【図の修正】 

※図の更新 

P9-5 

第9章9.3 

表9-3(1) 

【当該項目に関連する地域特性】 

1.住居等の保全対象の配置の状況 

都市計画対象道路事業実施区域内の教育

施設としてはアンデルセン幼稚園、鎌ケ谷

みどり幼稚園、大町小学校、鎌ケ谷市立第

三中学校等が、保育園としては小室保育園、

おおぞら保育園等があります。 

また、都市計画対象道路事業実施区域内の

福祉施設としては、医療法人社団泰正会グ

レースケア市川（介護老人保健施設）、プ

レミア東松戸（特別養護老人ホーム）、幸

豊苑（特別養護老人ホーム）、コミュニテ

ィホームくぬぎ山（特別養護老人ホーム）、

病院として医療法人社団一心会初富保健病

院等があります。 

 

3.気象の状況 

都市計画対象道路事業実施区域に最も近

い気象観測地点としては、船橋地域気象観

測所があり、風向・風速等の気象観測が行

われています。 

平成 29 年は、最多風向が北東、平均風速が

1.9m/秒となっています。 

【当該項目に関連する地域特性】 

1.住居等の保全対象の配置の状況 

都市計画対象道路事業実施区域近くの教

育施設としてはアンデルセン幼稚園、鎌ケ

谷みどり幼稚園、大町小学校、保育園とし

ては小室保育園、おおぞら保育園等があり

ます。 

同様に福祉施設としては、医療法人社団泰

正会グレースケア市川（介護老人保健施

設）、プレミア東松戸（特別養護老人ホー

ム）、幸豊苑（特別養護老ホーム）、コミ

ュニティホームくぬぎ山（特別養護老人ホ

ーム）、病院として医療法人社団一心会初

富保健病院等があります。 

 

 

3.気象の状況 

調査区域に最も近い気象観測地点として

は、船橋地域気象観測所があり、風向・風

速等の気象観測が行われています。 

平成 30 年は、平均風速は 1.9m/秒（最大風

速：11.0m/秒）となっており、月ごとの最

多風向では南南西及び北北西が多い傾向と

なっています。 
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表 16.1-2(4) その他、準備書からの主な修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P9-6 

第9章9.3 

表9-3(2) 

【当該項目に関連する地域特性】 

1.住居等の保全対象の配置の状況 

都市計画対象道路事業実施区域内の教育

施設としてはアンデルセン幼稚園、鎌ケ谷

みどり幼稚園、大町小学校、鎌ケ谷市立第

三中学校等が、保育園としては小室保育園、

おおぞら保育園等があります。 

また、都市計画対象道路事業実施区域内の

福祉施設としては、医療法人社団泰正会グ

レースケア市川（介護老人保健施設）、プ

レミア東松戸（特別養護老人ホーム）、幸

豊苑（特別養護老人ホーム）、コミュニテ

ィホームくぬぎ山（特別養護老人ホーム）、

病院として医療法人社団一心会初富保健病

院等があります。 

 

2.気象の状況 

都市計画対象道路事業実施区域に最も近

い気象観測地点としては、船橋地域気象観

測所があり、風向・風速等の気象観測が行

われています。 

平成 29 年は、最多風向が北東、平均風速が

1.9m/秒となっています。 

【当該項目に関連する地域特性】 

1.住居等の保全対象の配置の状況 

都市計画対象道路事業実施区域近くの教

育施設としてはアンデルセン幼稚園、鎌ケ

谷みどり幼稚園、大町小学校、保育園とし

ては小室保育園、おおぞら保育園等があり

ます。 

同様に福祉施設としては、医療法人社団泰

正会グレースケア市川（介護老人保健施

設）、プレミア東松戸（特別養護老人ホー

ム）、幸豊苑（特別養護老ホーム）、コミ

ュニティホームくぬぎ山（特別養護老人ホ

ーム）、病院として医療法人社団一心会初

富保健病院等があります。 

 

 

2.気象の状況 

調査区域に最も近い気象観測地点として

は、船橋地域気象観測所があり、風向・風

速等の気象観測が行われています。 

平成 30 年は、平均風速は 1.9m/秒（最大風

速：11.0m/秒）となっており、月ごとの最

多風向では南南西及び北北西が多い傾向と

なっています。 

P9-7 

第9章9.3 

表9-3(3) 

【当該項目に関連する地域特性】 

1.住居等の保全対象の配置の状況 

都市計画対象道路事業実施区域内の教育

施設としてはアンデルセン幼稚園、鎌ケ谷

みどり幼稚園、大町小学校、鎌ケ谷市立第

三中学校等が、保育園としては小室保育園、

おおぞら保育園等があります。 

また、都市計画対象道路事業実施区域内の

福祉施設としては、医療法人社団泰正会グ

レースケア市川（介護老人保健施設）、プ

レミア東松戸（特別養護老人ホーム）、幸

豊苑（特別養護老人ホーム）、コミュニテ

ィホームくぬぎ山（特別養護老人ホーム）、

病院として医療法人社団一心会初富保健病

院等があります。 

 

2.騒音の状況 

松戸市では、平成 28 年度に 5 地点で調査

が実施されており、調査結果は常盤平４丁

目を除いたすべての地点で昼間、夜間とも

に環境基準を達成しています。 

【当該項目に関連する地域特性】 

1.住居等の保全対象の配置の状況 

都市計画対象道路事業実施区域近くの教

育施設としてはアンデルセン幼稚園、鎌ケ

谷みどり幼稚園、大町小学校、保育園とし

ては小室保育園、おおぞら保育園等があり

ます。 

同様に福祉施設としては、医療法人社団泰

正会グレースケア市川（介護老人保健施

設）、プレミア東松戸（特別養護老人ホー

ム）、幸豊苑（特別養護老ホーム）、コミ

ュニティホームくぬぎ山（特別養護老人ホ

ーム）、病院として医療法人社団一心会初

富保健病院等があります。 

 

 

2.騒音の状況 

松戸市では、平成 29 年度に 4 地点で調査を

実施しており、すべての地点で昼間、夜間

とも環境基準を達成しています。 
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表 16.1-2(5) その他、準備書からの主な修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P9-8 

第9章9.3 

表9-3(4) 

【当該項目に関連する地域特性】 

1.住居等の保全対象の配置の状況 

都市計画対象道路事業実施区域内の教育

施設としてはアンデルセン幼稚園、鎌ケ谷

みどり幼稚園、大町小学校、鎌ケ谷市立第

三中学校等が、保育園としては小室保育園、

おおぞら保育園等があります。 

また、都市計画対象道路事業実施区域内の

福祉施設としては、医療法人社団泰正会グ

レースケア市川（介護老人保健施設）、プ

レミア東松戸（特別養護老人ホーム）、幸

豊苑（特別養護老人ホーム）、コミュニテ

ィホームくぬぎ山（特別養護老人ホーム）、

病院として医療法人社団一心会初富保健病

院等があります。 

 

2.騒音の状況 

面的評価の調査結果をみると、昼間・夜

間とも基準値以下の割合は、17.9％～100％

となっています。また、要請限度の調査結

果をみると、一般国道 6 号の 1 地点を除く

すべての地点で要請限度以下の値となって

います。 

 

 

【予測の手法】 
音の伝搬理論に基づく予測式である一般社団法

人日本音響学会より提案された式(ASJ 

RTN-Model2013)を用いて、等価騒音レベル（LAeq）
を予測します。 

 

【当該項目に関連する地域特性】 

1.住居等の保全対象の配置の状況 

都市計画対象道路事業実施区域近くの教

育施設としてはアンデルセン幼稚園、鎌ケ

谷みどり幼稚園、大町小学校、保育園とし

ては小室保育園、おおぞら保育園等があり

ます。 

同様に福祉施設としては、医療法人社団泰

正会グレースケア市川（介護老人保健施

設）、プレミア東松戸（特別養護老人ホー

ム）、幸豊苑（特別養護老ホーム）、コミ

ュニティホームくぬぎ山（特別養護老人ホ

ーム）、病院として医療法人社団一心会初

富保健病院等があります。 

 

 

2.騒音の状況 

面的評価の調査結果をみると、昼間・夜

間とも「道路に面する地域の騒音に係る環

境基準」以下の割合は、49.1％～100％とな

っています。また、要請限度の調査結果を

みると、一般国道 6 号の 1地点を除くすべ

ての地点で要請限度以下の値となっていま

す。 

 

【予測の手法】 
音の伝搬理論に基づく予測式である一般社団法

人日本音響学会より提案された式(ASJ 

RTN-Model 2018)を用いて、等価騒音レベル（LAeq）
を予測します。 

 

P9-9～11 

第9章9.3 

表9-3(5)～(7) 

【当該項目に関連する地域特性】 

1.住居等の保全対象の配置の状況 

都市計画対象道路事業実施区域内の教育

施設としてはアンデルセン幼稚園、鎌ケ谷

みどり幼稚園、大町小学校、鎌ケ谷市立第

三中学校等が、保育園としては小室保育園、

おおぞら保育園等があります。 

また、都市計画対象道路事業実施区域内の

福祉施設としては、医療法人社団泰正会グ

レースケア市川（介護老人保健施設）、プ

レミア東松戸（特別養護老人ホーム）、幸

豊苑（特別養護老人ホーム）、コミュニテ

ィホームくぬぎ山（特別養護老人ホーム）、

病院として医療法人社団一心会初富保健病

院等があります。 

 

 

【当該項目に関連する地域特性】 

1.住居等の保全対象の配置の状況 

都市計画対象道路事業実施区域近くの教

育施設としてはアンデルセン幼稚園、鎌ケ

谷みどり幼稚園、大町小学校、保育園とし

ては小室保育園、おおぞら保育園等があり

ます。 

同様に福祉施設としては、医療法人社団泰

正会グレースケア市川（介護老人保健施

設）、プレミア東松戸（特別養護老人ホー

ム）、幸豊苑（特別養護老ホーム）、コミ

ュニティホームくぬぎ山（特別養護老人ホ

ーム）、病院として医療法人社団一心会初

富保健病院等があります。 
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表 16.1-2(6) その他、準備書からの主な修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P9-12 

第9章9.3 

表9-3(8) 

【当該項目に関連する地域特性】 

2.水質の状況 

調査区域では、江戸川、坂川、新坂川、六

間川、国分川、春木川、真間川、大柏川、

桑納川、印旛放水路（新川）において水質

測定が行われています。 

【当該項目に関連する地域特性】 

2.水質の状況 

調査区域では、江戸川、坂川、新坂川、

六間川、国分川、春木川、真間川、大柏川、

桑納川、印旛放水路（新川）、金山落、神

崎川において水質測定が行われています。

P9-14 

第9章9.3 

表9-3(10) 

【当該項目に関連する地域特性】 

3.地下水の利用の状況 

調査区域の８自治体（市川市、船橋市、

松戸市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市、印西

市、白井市）では、工場用、ビル用、水道

用、農業用等として、地下水を利用してお

り、地下水の揚水量は八千代市で 40,370m3/

日と最も多く、稼働井戸本数は柏市で 213

本と最も多くなっています。 

【当該項目に関連する地域特性】 

3.地下水の利用の状況 

調査区域の 8自治体では、工場用、ビル

用、水道用、農業用等として、地下水を利

用しており、地下水の揚水量は 108m3/日～

38,858m3/日となっており、八千代市が最も

多く、稼働井戸本数は 2 本～202 本と柏市

が最も多くなっています。 

P9-15 

第9章9.3 

表9-3(11) 

【当該項目に関連する地域特性】 

2.地盤沈下の状況 

調査区域における地盤沈下の変動量は、

平成 24 年～平成 29 年において 13.5～

-7.9mm となっています。 

 

3.地下水の利用の状況 

調査区域の 8自治体（市川市、船橋市、

松戸市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市、印西

市、白井市）では、工場用、ビル用、水道

用、農業用等として、地下水を利用してお

り、地下水の揚水量は八千代市で 40,370m3/

日と最も多く、稼働井戸本数は柏市で 213

本と最も多くなっています。 

【当該項目に関連する地域特性】 

2.地盤沈下の状況 

調査区域での平成 29 年 1 月から平成 31

年 1 月にかけての地盤沈下の変動量は、8.9

～-15.6mm となっています。 

 

3.地下水の利用の状況 

調査区域の 8自治体では、工場用、ビル

用、水道用、農業用等として、地下水を利

用しており、地下水の揚水量は 108m3/日～

38,858m3/日となっており、八千代市が最も

多く、稼働井戸本数は 2 本～202 本と柏市

が最も多くなっています。 

P9-16 

第9章9.3 

表9-3(12) 

【当該項目に関連する地域特性】 

2.住居等の保全対象の配置の状況 

都市計画対象道路事業実施区域内の教育

施設としてはアンデルセン幼稚園、鎌ケ谷

みどり幼稚園、大町小学校、鎌ケ谷市立第

三中学校等が、保育園としては小室保育園、

おおぞら保育園等があります。 

また、都市計画対象道路事業実施区域内の

福祉施設としては、医療法人社団泰正会グ

レースケア市川（介護老人保健施設）、プ

レミア東松戸（特別養護老人ホーム）、幸

豊苑（特別養護老人ホーム）、コミュニテ

ィホームくぬぎ山（特別養護老人ホーム）、

病院として医療法人社団一心会初富保健病

院等があります。 

 

【当該項目に関連する地域特性】 

2.住居等の保全対象の配置の状況 

都市計画対象道路事業実施区域近くの教

育施設としてはアンデルセン幼稚園、鎌ケ

谷みどり幼稚園、大町小学校、保育園とし

ては小室保育園、おおぞら保育園等があり

ます。 

同様に福祉施設としては、医療法人社団泰

正会グレースケア市川（介護老人保健施

設）、プレミア東松戸（特別養護老人ホー

ム）、幸豊苑（特別養護老ホーム）、コミ

ュニティホームくぬぎ山（特別養護老人ホ

ーム）、病院として医療法人社団一心会初

富保健病院等があります。 
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表 16.1-2(7) その他、準備書からの主な修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P9-17 

第9章9.3 

表9-3(13) 

【当該項目に関連する地域特性】 

2.動物の状況 

調査区域では、法律、条例等の指定種や

レッドリスト（環境省、千葉県）等の掲載

種に該当する重要な動物として、哺乳類 7

種、鳥類 113 種、爬虫類 12 種、両生類 6

種、魚類 21 種、昆虫類 225 種、クモ類 9

種、多足類 2種、陸産貝類 2 種、底生動物

37 種の確認記録があり、ジネズミ、オオタ

カ、ニホンイシガメ、トウキョウダルマガ

エル、スナヤツメ類、ヒヌマイトトンボ、

カタコトタテグモ、ハイイロチビケフサヤ

スデ、ヒメカサキビ、カタヤマガイ、ウモ

レベンケイガニ等が生息しています。 

【当該項目に関連する地域特性】 

2.動物の状況 

調査区域には、重要な動物種として哺乳

類 7 種、鳥類 129 種、両生類 6 種、爬虫類

12 種、昆虫類 241 種、魚類 24 種、クモ類 9

種、多足類 2種、陸産貝類 2 種、底生動物

29 種の確認記録があります。また、重要な

動物種の確認位置及び注目すべき生息地と

して、タガメ、ゲンジボタルの生息地等が

162 箇所確認されています。 

P9-18 

第9章9.3 

表9-3(14) 

【当該項目に関連する地域特性】 

2.植物の状況 

調査区域では、法律、条例等の指定種や

レッドリスト（環境省、千葉県）等の掲載

種に該当する重要な植物（維管束植物）と

して、81 科 305 種の確認記録があり、サン

ショウモ、カザグルマ、タチスミレ、ノジ

トラノオ、フジバカマ、ヤマトミクリ、サ

ギソウ等が生育しています。また、重要な

植物群落等が 3 箇所、巨樹が 238 本、文化

財指定されている樹木等が9件10箇所確認

されています。 

【当該項目に関連する地域特性】 

2.植物の状況 

調査区域には、重要な植物種として維管

束植物 377 種、非維管束植物 24 種の確認

記録があります。また、重要な植物群落は

国府台及び真間山の自然林、松戸浅間神社

の森、鎌ケ谷郷土の森の 3件 5 箇所、巨樹

は 238 本、文化財指定されている樹木等は

伊弉諾神社ハリギリ、浅間神社の極相林、

八幡･春日神社の森、西福寺の公孫樹等の

10 件 11 箇所が存在します。 

P9-20 

第9章9.3 

表9-3(16) 

【当該項目に関連する地域特性】 

1.景観資源の状況 

調査区域には、自然的・文化的・歴史的

景観資源が多く位置しており、主な景観資

源として、都市計画対象道路事業実施区域

内には大町周辺の森、豊作稲荷神社の林、

八坂神社の森、市制記念公園等が、都市計

画対象道路事業実施区域周辺には堀之内貝

塚公園、梨畑と梨作りの風景（大町地区）、

下総小金中野牧跡、上長殿熊野神社等が位

置しています。 

 

2.主な眺望点と眺望景観の状況 

主な眺望点として、都市計画対象道路事業

実施区域内には市制記念公園が、都市計画

対象道路事業実施区域周辺には堀之内貝塚

公園、かまがやスカイビュー等が位置して

います。 

 

【当該項目に関連する地域特性】 

1.景観資源の状況 

調査区域には、自然的・文化的・歴史的景

観資源が多く位置しており、主な景観資源

として、都市計画対象道路事業実施区域近

くには、市川市の梨畑と梨作りの風景（大

町地区）、大町周辺の森、鎌ケ谷市の豊作

稲荷神社の林、八坂神社の森、市制記念公

園、白井市の下総小金中野牧跡、上長殿熊

野神社等が位置しています。 

 

 

2.主な眺望点と眺望景観の状況 

主な眺望点として、都市計画対象道路事業

実施区域周辺には、市川市のアイ・リンク

タウン展望施設、鎌ケ谷市の市制記念公園、

かまがやスカイビュー等が位置していま

す。 
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表 16.1-2(8) その他、準備書からの主な修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P9-21 

第9章9.3 

表9-3(17) 

【当該項目に関連する地域特性】 

1.主要な人と自然との触れ合いの活動の

場の状況 

主な人と自然との触れ合いの活動の場と

して、都市計画対象道路事業実施区域内に

は堀之内貝塚公園、新鎌ふれあい公園等が、

都市計画対象道路事業実施区域周辺には小

塚山公園、大町自然公園、秋山湧水、市制

記念公園、南山公園等が位置しています。

 

【当該項目に関連する地域特性】 

1.主要な人と自然との触れ合いの活動の場

の状況 

主な人と自然との触れ合いの活動の場と

して、都市計画対象道路事業実施区域周辺

には、市川市の小塚山公園、大町自然公園、

松戸市の秋山湧水、鎌ケ谷市の新鎌ふれあ

い公園、市制記念公園、東部調整池、粟野

地区公園、白井市の中木戸公園、南山公園

等が位置しています。 

 

P9-22 

第9章9.3 

表9-3(18) 

【当該項目に関連する地域特性】 

1.廃棄物の処理及び施設の状況 

調査区域の 8自治体（市川市、船橋市、

松戸市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市、印西

市、白井市）におけるごみ処理の状況につ

いいて、年間のごみ収集量が最も多いのは

船橋市であり、最も少ないのは白井市とな

っています。 

また、調査区域の 8 自治体には、産業廃棄

物に係る最終処分場はありませんが、中間

処理業者は 13 社あります。 

 

【当該項目に関連する地域特性】 

1.廃棄物の処理及び施設の状況 

調査対象地域の 8 自治体における年間の

ごみ収集量が最も多いのは船橋市で

207,654ｔ、最も少ないのは白井市で

19,450ｔです。 

また、調査区域の 8 自治体には、中間処理

業者は 19 社あります。 

 

P10.1-64 

第10章10.1 

表10.1.2-11 

【表の注釈】 

注）散水による効果は、硬岩掘削に対す

る散水による低減効果を踏まえて、低減効

果を検討した。 

【表の注釈】 

注）散水による効果は、「道路環境影響評

価の技術手法（平成 24 年度版）」における、

硬岩掘削に対する散水による基準降下ばい

じん量 aの低減効果を踏まえて、低減効果

を検討した。 

P10.2-51 

第10章10.2 

 

【4～6 行目】 

なお、環境保全措置の具体化にあたって

は、実施主体である事業者が、事業実施段

階において土地利用状況、住居等の立地条

件を踏まえながら、遮音壁の高さ、設置範

囲、構造等について適切に検討します。 

【4～6行目】 

なお、環境保全措置の具体化にあたって

は、実施主体である事業者が、事業実施段

階において景観や日照への影響について配

慮しながら、土地利用状況、住居等の立地

条件を踏まえながら、遮音壁の高さ、設置

範囲、構造等について適切に検討します。
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表 16.1-2(9) その他、準備書からの主な修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

10.5-6 

第10章10.5 

 

【13～14 行目】 

環境基準の類型指定C類型の「50mg/l以下」

に相当していました。 

【28～30 行目】 

No.1 国分川、No.4 金山落、No.5 神崎川で

は、浮遊物質量（SS）が最も高かったのは

流量がピーク前の増水期にありました。 

 

 

 

【32～33 行目】 

No.6二重川では35～210mg/lで推移してい

ました。 

【13 行目】 

環境基準を満足していました。 

 

【27～30 行目】 

No.1 国分川、No.4 金山落（下流）では、浮

遊物質量（SS）が最も高かったのは流量が

ピーク前の増水期にありました。No.4 金山

落（上流）、No.5 神崎川では、浮遊物質量

（SS）が最も高かったのは流量がピークの

ときでした。 

【32～33 行目】 

No.6二重川では8～42mg/lで推移していま

した。 

10.5-9 

第10章10.5 

 

【12～13 行目】 

環境基準の類型指定 A類型の「6.5 以上 8.5

以下」に相当していました。 

【14 行目】 

環境基準の上限値 8.5 を超越していまし

た。 

【15 行目】 

環境基準の類型指定 A類型の「6.5 以上 8.5

以下」に相当していました。 

【16～17 行目】 

環境基準の類型指定 A類型の「6.5 以上 8.5

以下」に相当していました。 

【20～21 行目】 

環境基準の類型指定 A類型の「6.5 以上 8.5

以下」に相当していました。 

【24～25 行目】 

環境基準の類型指定 A類型の「6.5 以上 8.5

以下」に相当していました。 

【25～26 行目】 

環境基準の類型指定 C類型の「6.5 以上 8.5

以下」の範囲を僅かに下回っていました。

【12 行目】 

環境基準を満足していました。 

 

【13 行目】 

環境基準の上限値 8.5 を超過していまし

た。 

【14 行目】 

環境基準を満足していました。 

 

【15 行目】 

環境基準を満足していました。 

 

【19～20 行目】 

環境基準を満足していました。 

 

【23 行目】 

環境基準を満足していました。 

 

【24 行目】 

環境基準の下限値 6.5 を下回っていまし

た。 
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表 16.1-2(10) その他、準備書からの主な修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P10.6-10 

第10章10.6 

【1～5行目】 

水道水源の状況は、江戸川水源とする県営

水道から水道用水の供給を受けています。

県営道以外では、松戸市、柏市、白井市で

は市営水道事業があります。県営水道の取

水量の約 75％は表流水となっており、地下

水の取水は約 0.06％と非常に少ない状況

です。市営の水道事業では、松戸市及び柏

市が地下水と浄水受水を水源としており、

表流水（河川）の取水はない状況です。 

 

 

【内容追加】 

 

【1～5行目】 

水道水源の状況は、江戸川、利根川及び印

旛沼を水源とする県営水道から、上水道の

供給を受けています。県営道以外では、松

戸市、柏市、八千代市、印西市、白井市で

は市営水道事業があります。県営水道の取

水量の約 75％は表流水となっています。市

営の水道事業では、松戸市、柏市、八千代

市、印西市が地下水と浄水受水を水源とし

ており、表流水（河川）の取水はない状況

です。 

 

【内容追加】 

P10.6-11 

第10章10.6  

表10.6.1-5 

【1～3 行目】 

調査地域には、農業用水の取水口は江戸川

から取水する小山揚水機場が存在します。

国分川、紙敷川、大津川、金山川、神崎川、

二重川では農業用の取水口は認められませ

ん。 

 

 

 

【内容、出典及び注釈追加】 

 

【1～3行目】 

調査地域には、農業用水の取水口は江戸川

から取水する小山揚水機場、神崎川から取

水する河原子揚水機場、新白井橋揚水機場、

新二重川橋揚水機場、神々廻西揚水機場、

小室(第二)揚水機場等が存在します。国分

川、紙敷川、大津川、金山川、二重川では

農業用の取水口は認められません。 

 

【内容、出典及び注釈追加】 

P10.6-13 

第10章10.6 

図10.6.1-4 

【図の修正】 

 ― 

【図の修正】 

※図の更新 
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表 16.1-2(11) その他、準備書からの主な修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P10.6-31、40 

第10章10.6 

図10.6.2-3、9 

【地層】 

下総層群 

木下層 

 

【層相】 

Ds4 層 砂質土（帯水層） 

【地層】 

下総層群 

 

 

【層相】 

Ds4 層 砂質土・礫質土（帯水層） 

P10.6-39 

第10章10.6 

表10.6.2-10 

【表の修正】 

 ― 

【表の修正】 

Ds4 の追加 

P10.6-42 

第10章10.6 

図10.6.2-11 

【図の追加】 

 ― 

【図の追加】 

Ds4 層を追加 

P10.6-51 

第10章10.6 

【1～3行目】 

ボーリング調査結果から地質断面図を作成

し、これを基に解析範囲内を三次元の地層

としてモデル化しました。 

【1～3行目】 

ボーリング調査結果ならびに、産業技術総

合研究所地質調査総合センターから発行さ

れている「都市域の地質地盤図「千葉県北

部地域」(説明書)」の地質層序、各層の基

底面等高線図を参照して地質断面図を作成

し、これを基に解析範囲内を三次元の地層

としてモデル化しました。 

P10.6-62 

第10章10.6 

図10.6.2-25 

【図の修正】 

 ― 

【図の修正】 

Ds4 層を追加 

P10.7-8、17 

第10章10.7 

図10.7.1-3、9 

【地層】 

下総層群 

木下層 

 

【層相】 

Ds4 層 砂質土（帯水層） 

【地層】 

下総層群 

 

 

【層相】 

Ds4 層 砂質土・礫質土（帯水層） 

P10.7-10 

第10章10.7 

【1～2行目】 

地下水の変化に伴う調査地域及びその周辺

における地盤沈下の状況（平成 24 年～平成

30 年）は表 10.7.1-7 に、 

 

【4～5行目】 

また、平成 30 年の結果は、ほとんどの地点

でプラスの変動量を示しています。 

【1～2行目】 

地下水の変化に伴う調査地域及びその周辺

における地盤沈下の状況（平成 24 年～平成

31 年）は表 10.7.1-7 に、 

 

【4～5行目】 

また、平成 31 年の結果は、ほとんどの地点

でプラスの変動量を示しています。 

P10.7-10～12 

第10章10.7 

表10.7.1-7 

【列の追加】 

 ― 

【列の追加】 

平成 30 年 1 月～H31 年 1 月 
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表 16.1-2(12) その他、準備書からの主な修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P10.7-16 

第10章10.7 

表10.7.1-9 

【表の修正】 

 ― 

【表の修正】 

Ds4 層を追加 

P10.7-19 

第10章10.7 

図10.7.1-11 

【図の追加】 

 ― 

【図の追加】 

Ds4 層を追加 

P10.7-20 

第10章10.7 

【12～13 行目】 

層厚は、ボーリング調査で Ds3 層の下端深

度を未確認のため、29.7m 以上と推定され

ます。 

 

【17～21 行目】 

 ― 

【12～13 行目】 

層厚は 21.3～23.8m 程度と推定されます。

 

 

 

【17～21 行目】 

Ds4 層は、礫混じり細砂～砂礫を主体とし、

国分川付近の深度の深いボーリングのみで

確認されています。ボーリング調査では

Ds4 層の下端深度は未確認です。産業技術

総合研究所地質調査総合センター発行の

「都市域の地質地盤図「千葉県北部地域」

(説明書)」によると、本層は Ds1～Ds3 層と

同様に、東から西に向かって緩く傾斜して

おり、国分川付近（No.10）が最も低くなり

ます。地下水位標高は 0.9～2.8m と上位の

帯水層よりも低い状態にあります。 

P10.7-22 

第10章10.7 

表10.7.1-10 

【表の追加】 

 ― 

【表の追加】 

表 10.7.1-10(4)の追加 

P10.7-23 

第10章10.7 

図10.7.1-12 

【図の修正】 

 ― 

【図の修正】 

Ds4 層を追加 

10.9-42 

第10章10.9. 

 

【3～5 行目】 

「既存資料調査で確認されているが、直接

改変区域での位置情報の記載が無く、生息

の可能性も低いと判断される種」は予測対

象から除外しました。 

【3～5行目】 

「既存資料調査で確認されているが、直接

改変区域及び都市計画対象道路事業実施区

域周辺での位置情報の記載が無く、生息の

可能性も低いと判断される種」は予測対象

から除外しました。 

10.9-42～52 

第10章10.9. 

表10.9.1-23 

【表の更新】 

※表中、選別根拠 

「既存資料に直接改変区域内での位置情報

の記載なし。」 

【表の更新】 

※表中、選別根拠の修正 

「既存資料に直接改変区域及び都市計画対

象道路事業実施区域周辺での位置情報の記

載なし。」 

P10.9-54 

第10章10.9 

表10.9.1-24 

(1) 

【13 オオタカ 生息環境への影響】 

生息環境は保全されないおそれがある 

【13 オオタカ 生息環境への影響】 

生息環境は保全されない 
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表 16.1-2(13) その他、準備書からの主な修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P10.9-75 

第10章10.9 

表10.9.1-26 

(13-2) 

【表の注釈】 

 ― 

 

 

【14～15 行目】 

以上より、道路の供用後には本種及び生息

環境は保全されないおそれがあると予測す

る。 

 

【28～29 行目】 

以上より、工事実施中には本種及び生息環

境は保全されないおそれがあると予測す

る。 

【表の注釈】 

注)行動圏を巣の周囲 3km として整理して

います。 

 

【14～15 行目】 

以上より、道路の供用後には本種及び生息

環境は一部保全されないと予測する。 

 

 

【28～29 行目】 

以上より、工事実施中には本種及び生息環

境は保全されない、または保全されないお

それがあると予測する。 

P10.9-165 

第10章10.9 

表10.9.1-33(3) 

【実施内容 位置 内容】 

河川橋梁、交差点部 

【実施内容 位置内容】 

照明設置箇所 

P10.9-166 

第10章10.9 

 

【7～9 行目】 

環境影響評価法に基づく事後調査を実施し

ます。 

【7～9行目】 

環境影響評価法に基づく事後調査を実施し

ます。なお、事後調査を行う際には、オオ

タカの営巣林の面積、樹種、群落高及び人

為的影響等を整理し、保全措置を適切に講

じます。 

P10.10-13 

第10章10.10 

表10.10.1-8 

(3) 

【オニツルウメモドキ 科名】 

 ― 

【オニツルウメモドキ 科名】 

ニシキギ 

P10.10-19 

第10章10.10 

表10.10.1-8 

(9) 

【合計 科数】 

93 科 

【合計 科数】 

94 科 

P10.10-28 

第10章10.10 

 

【3～5 行目】 

「既存資料調査で確認されているが、直接

改変区域での位置情報の記載が無く、生育

の可能性も低いと判断される種及び群落」

は予測対象から除外しました。 

 

 

【7～8行目】 

現地調査及び既存資料調査で確認された重

要な種 399 種（植物種：380 種、付着藻類：

19 種）から 41 種（植物種：38 種、付着藻

類：3 種）を予測対象に選定しました。 

【3～5行目】 

「既存資料調査で確認されているが、直接

改変区域及び都市計画対象道路事業実施区

域周辺での位置情報の記載が無く、生育の

可能性も低いと判断される種及び群落」は

予測対象から除外しました。 

 

【7～8行目】 

現地調査及び既存資料調査で確認された重

要な種 397 種（植物種：380 種、付着藻類：

17 種）から 40 種（植物種：37 種、付着藻

類：3 種）を予測対象に選定しました。 
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表 16.1-2(14) その他、準備書からの主な修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P10.10-28～36 

第10章10.10 

表10.10.1-12 

【表の更新】 

※表中、選別根拠 

「既存資料に直接改変区域内での位置情報

の記載なし。」 

 

【表の更新】 

※表中、選別根拠の修正 

「既存資料に直接改変区域及び都市計画対

象道路事業実施区域周辺での位置情報の記

載なし。」 

P10.10-68 

第10章10.10 

表10.10.1-17 

【代償措置の効果 内容】 

適切な場所に対象種の移植を行う 

 

 

【代償措置の効果 内容】 

生育適地に播種等を行う 

【代償措置の効果 内容】 

生育地近傍の適切な場所に対象種の移植を

行う 

 

【代償措置の効果 内容】 

生育地近傍の生育適地に播種等を行う 

P10.10-69 

第10章10.10 

表10.10.1-18 

(2) 

【実施内容 位置 内容】 

河川橋梁、交差点部 

【実施内容 位置内容】 

照明設置箇所 

P10.10-69 

第10章10.10 

表10.10.1-18 

(4) 

【実施内容 位置 内容】 

生育地近傍 

【実施内容 位置 内容】 

生育地近傍の適切な場所 

P10.11-1 

第10章10.11 

 

【1～2 行目】 

調査区域には地域を特徴づける生態系が

存在し、道路の存在及び工事施工ヤードの

設置に係る影響が考えられるため、生態系

の調査、予測及び評価を行いました。 

【1～3行目】 

調査区域には地域を特徴づける生態系が存

在し、土地または工作物の存在及び供用と

して道路（地表式または嵩上式）の存在に

係る影響、工事の実施として工事施工ヤー

ドの設置に係る影響、工事用道路等の設置

に係る影響が考えられるため、生態系の調

査、予測及び評価を行いました。 

P10.11-3 

第10章10.11 

表10.11.1-1 

【表の注釈】 

 ― 

【表の注釈】 

注）生態系区分「耕作地及び緑の多い住宅

地環境」には、耕作地の一部として水田、

放棄水田雑草群落を含めた。水田は植生図

作成範囲（1,368ha）の中に 8 箇所約 5ha

を占め、放棄水田雑草群落も 4 箇所合計約

1ha を占めるのみであるため、極めて微少

な人為環境であると考えられる。 

P10.11-6 

第10章10.11 

表10.11.1-3 

【樹林環境 主な地形区分 内容】 

低地 

 

【耕作地及び緑の多い住宅地環境 主な地

形区分 内容】 

低地、人工地形 

【樹林環境 主な地形区分 内容】 

台地 

 

【耕作地及び緑の多い住宅地環境 主な地

形区分 内容】 

台地、人工地形 
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表 16.1-2(15) その他、準備書からの主な修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P10.11-9 

第10章10.11 

表10.11.1-6(1) 

【ホンドタヌキ 基盤の利用状況 内容】 

2 項目目 

・樹林環境、耕作地等環境、水辺環境（水

辺の疎林･草地）の幅広い環境を利用。 

 

 

【ノウサギ 基盤の利用状況 内容】 

2 項目目 

・樹林環境とその周辺に広がる耕作地等環

境、水辺環境（水辺の疎林･草地）の幅広い

環境を利用。 

【ホンドタヌキ 基盤の利用状況 内容】 

2 項目目 

・樹林環境の 33 箇所、耕作地及び緑の多い

住宅地環境の 36 箇所、水辺環境の 10 箇所

において糞や足跡等の生息痕跡を確認。 

 

【ノウサギ 基盤の利用状況 内容】 

2 項目目 

・樹林環境の 25 箇所、耕作地及び緑の多い

住宅地環境の 24 箇所、水辺環境の 1 箇所に

おいて糞等の生息痕跡を確認。 

P10.11-10 

第10章10.11 

表10.11.1-6(2) 

【ホンドアカネズミ 基盤の利用状況 内

容】 

 2 項目目 

・樹林環境とその周辺に広がる水辺環境（水

辺の疎林･草地）の幅広い環境を利用。 

 

【シジュウカラ 基盤の利用状況 内容】 

・樹林環境、耕作地等環境（緑の多い住宅

地など）の幅広い環境を利用。 

 

【ヤマトタマムシ 基盤の利用状況 内容】

・樹林環境とその周辺を利用。 

 

 

 

【ホンドタヌキ 基盤の利用状況 内容】 

・耕作地等環境、樹林環境、水辺環境（水

辺の疎林･草地）の幅広い環境を利用。 

【ホンドアカネズミ 基盤の利用状況 内

容】 

 2 項目目 

・樹林環境で 3 箇所 4 個体、耕作地及び緑

の多い住宅地環境で 7箇所 14 個体を確認。

 

【シジュウカラ 基盤の利用状況 内容】 

・樹林環境や耕作地及び緑の多い住宅地環

境の樹林において、囀りや採餌等を確認。

 

【ヤマトタマムシ 基盤の利用状況 内容】

・樹林環境の発生木（サクラ、エノキ等の

太い枯れ木）周辺で、とまっている成虫や

飛翔している成虫を確認。 

 

【ホンドタヌキ 基盤の利用状況 内容】 

・耕作地及び緑の多い住宅地環境の 36 箇

所、樹林環境の 33 箇所、水辺環境の 10 箇

所において糞や足跡等の生息痕跡を確認。



16-27 

 

表 16.1-2(16) その他、準備書からの主な修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P10.11-11 

第10章10.11 

表10.11.1-6(3) 

【ツバメ 基盤の利用状況 内容】 

・耕作地等環境、樹林環境、水辺環境の幅

広い環境を利用。 

 

 

【エンマコオロギ 基盤の利用状況 内容】

・耕作地等環境、樹林環境の広い範囲を利

用。 

 

【ナミアゲハ 基盤の利用状況 内容】 

・耕作地等環境、樹林環境の幅広い環境を

利用。 

 

 

 

【ホンドタヌキ 基盤の利用状況 内容】 

・水辺環境（水辺の疎林･草地）、樹林環境、

耕作地等環境の幅広い環境を利用。 

 

 

【アオサギ 基盤の利用状況 内容】 

・水辺環境の範囲を利用。 

【ツバメ 基盤の利用状況 内容】 

・耕作地及び緑の多い住宅地環境、樹林環

境、水辺環境の幅広い環境で、飛翔（採餌）

や鳴き声を確認。 

 

【エンマコオロギ 基盤の利用状況 内容】

・耕作地及び緑の多い住宅地環境の耕作地

等の茂みや倒木、人工物の陰で成虫を確認。

 

【ナミアゲハ 基盤の利用状況 内容】 

・耕作地及び緑の多い住宅地環境や樹林環

境の庭木の花、樹林地、耕作地等の様々な

場所の植物の花周辺で飛翔や吸蜜する成虫

を確認。 

 

【ホンドタヌキ 基盤の利用状況 内容】 

・水辺環境の 10 箇所、樹林環境の 33 箇所、

耕作地及び緑の多い住宅地環境の 36 箇所

において糞や足跡等の生息痕跡を確認。 

 

【アオサギ 基盤の利用状況 内容】 

・水辺環境の主に河川周辺で採餌や飛翔す

る個体を確認。 

P10.11-27 

第10章10.11 

表10.11.1-11 

(3) 

【実施内容 位置 内容】 

河川橋梁、交差点部 

【実施内容 位置内容】 

照明設置箇所 

P10.11-28 

第10章10.11 

 

 

【5～7 行目】 

環境保全措置の内容をより詳細なものにす

るため、環境影響評価法に基づく事後調査

を実施します。 

【5～7行目】 

環境保全措置の内容をより詳細なものにす

るため、環境影響評価法に基づく事後調査

を実施します。なお、事後調査を行う際に

は、オオタカの営巣林の面積、樹種、群落

高及び人為的影響等を整理し、保全措置を

適切に講じます。 
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表 16.1-2(17) その他、準備書からの主な修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P10.12-40 

第10章10.12 

【6～8 行目】 

(4) 検討結果の整理 

環境保全措置に採用した「地形改変の最

小化」、「構造物（橋梁等）の形式、デザ

イン、色彩の配慮」、「のり面等の緑化」

及び「道路付属物（照明ポール、立入防止

柵等）の形状、デザイン、色彩の配慮（近

景域における影響の場合）」の効果、実施

位置、他の環境への影響について整理した

結果を表 10.12.1-13 に示します。 

なお、環境保全措置の具体化にあたって

は、実施主体である事業者が、事業実施段

階において専門家等の意見を聴取しながら

適切に行うものとします。 

【6～8行目】 

(4) 検討結果の整理 

環境保全措置に採用した「地形改変の最

小化」、「構造物（橋梁等）の形式、デザ

イン、色彩の配慮」、「のり面等の緑化」

及び「道路付属物（照明ポール、立入防止

柵等）の形状、デザイン、色彩の配慮（近

景域における影響の場合）」の効果、実施

位置、他の環境への影響について整理した

結果を表 10.12.1-13 に示します。 

なお、構造、デザイン等については、橋

梁の桁厚を薄くする等について検討しま

す。遮音壁を含む道路付属物についても、

周辺地域と調和するよう、デザイン及び色

彩等に配慮します。 

また、環境保全措置の具体化にあたって

は、実施主体である事業者が、事業実施段

階において専門家等の意見を聴取しながら

適切に行うものとします。 

P10.14-2 

第10章10.14 

 

【7～9 行目】 

建設発生木材は、当該工事により発生する

山林と果樹園の改変面積を算出し、単位面

積あたりの伐採量を山林 0.14m3/m2、果樹園

0.03m3/m2として設定して算出された全体

の伐採量を算出しました。 

【7～9行目】 

建設発生木材は、当該工事により発生する

山林と果樹園の改変面積を算出し、単位面

積あたりの伐採量を山林 0.035m3/m2、果樹

園 0.007m3/m2として設定して算出された全

体の伐採量を算出しました。 

P10.14-3 

第10章10.14 

表10.14.1-1 

【表の修正】 

 

【18 行目】 

建設発生木材については、樹木の伐採に伴

い、約 13,000m3が発生するものと予測され

ます。これに対しては「建設工事に係る資

材の再資源化等に関する法律」（平成 12

年 5 月 31 日 法律第 104 号）に基づき、現

地でマルチング材等として再資源化を図る

よう努めます。 

【表の修正】 

 

【18 行目】 

建設発生木材については、樹木の伐採に伴

い、約 3,200m3が発生するものと予測され

ます。これに対しては「建設工事に係る資

材の再資源化等に関する法律」（平成 12

年 5 月 31 日 法律第 104 号）に基づき、現

地でマルチング材等として再資源化を図る

よう努めます。 
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表 16.1-2(18) その他、準備書からの主な修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P11-25 

第11章 

表11-1(24) 

【水質の状況】 
通常時の浮遊物質量（SS）の測定結果は、

No.1 国分川が 1～12mg/l、No.3 大津川が 1
～10mg/l、No.4 金山落が 1～9mg/l、No.5
神崎川が1～9mg/l、No.6二重川が1～6mg/l
で推移しており、環境基準を満足していま
した。一方、No.2 紙敷川では、平成 31 年 2
月～令和元年5月に51～97mg/lと一時的に
高い値を示していました。しかし、No.2 紙
敷川では、平成 31 年 1 月及び令和元年 6
月以降に 9～30mg/l で推移しており、環境
基準の類型指定 C 類型の「50mg/l 以下」に
相当していました。 

【水質の状況】 
通常時の浮遊物質量（SS）の測定結果は、

No.1 国分川が 1～12mg/l、No.3 大津川が 1
～10mg/l、No.4 金山落が 1～9mg/l、No.5
神崎川が1～9mg/l、No.6二重川が1～6mg/l
で推移しており、環境基準を満足していま
した。一方、No.2 紙敷川では、平成 31 年 2
月～令和元年5月に51～97mg/lと一時的に
高い値を示していました。しかし、平成 31
年 1 月及び令和元年 6月以降は 9～30mg/l
で推移しており、環境基準を満足していま
した。 

P11-27 

第11章 

表11-1(26) 

【調査結果】 
通常時の水素イオン濃度（pH）の測定結

果は No.1 国分川が 6.8～7.7、No.4 金山落
が 6.7～7.7、No.5 神崎川が 6.9～8.4 で推
移しており、環境基準を満足していました。
No.3 大津川は、令和元年 11 月に 6.3 と一
時的に環境基準の下限値 6.5 を下回ってい
ましたが、それ以外では 6.6～7.6 となって
おり、環境基準の類型指定 A 類型の「6.5
以上 8.5 以下」に相当していました。No.6
二重川は、平成 31 年 2 月～4月に 8.6～9.4
と一時的に高い値を示して環境基準の上限
値 8.5 を超越していました。しかし、平成
31年1月及び令和元年5月以降に7.3～8.2
となっており、環境基準の類型指定 A 類型
の「6.5 以上 8.5 以下」に相当していまし
た。No.2 紙敷川では、7.0～8.5 で推移して
おり、環境基準の類型指定 A 類型の「6.5
以上 8.5 以下」に相当していました。 

降雨時の水素イオン濃度（pH）の測定結
果は、令和元年 7 月 14 日において、No.1
国分川が 7.2～7.3、No.3 大津川が 6.9～
7.4、No.4 金山落が 7.4～7.7、No.5 神崎川
が 7.5、No.6 二重川が 7.5～8.0 で推移して
おり、環境基準を満足していました。No.2
紙敷川が 7.5～7.7 で推移しており、環境基
準の類型指定 A 類型の「6.5 以上 8.5 以下」
に相当していました。 
令和元年 9月 18 日において、No.1 国分川
が 6.8～7.1、No.4 金山落が 7.1～7.4、No.5
神崎川が7.1～7.3、No.6二重川が7.6～7.7
で推移しており、環境基準を満足していま
した。一方、No.2 紙敷川が 6.8～7.2 で推
移しており、環境基準の類型指定 A類型の
「6.5 以上 8.5 以下」に相当していました。
ただし、No.3 大津川が 6.4 で推移し、環境
基準の類型指定 C 類型の「6.5 以上 8.5 以
下」の範囲を僅かに下回っていました。 

【調査結果】 
通常時の水素イオン濃度（pH）の測定結

果はNo.1国分川が6.8～7.7、No.4金山落が
6.7～7.7、No.5神崎川が6.9～8.4で推移し
ており、環境基準を満足していました。No.3
大津川は、令和元年11月に6.3と一時的に環
境基準の下限値6.5を下回っていましたが、
それ以外では6.6～7.6となっており、環境
基準を満足していました。No.6二重川は、
平成31年2月～4月に8.6～9.4と一時的に高
い値を示して環境基準の上限値8.5を超過
していました。しかし、平成31年1月及び令
和元年5月以降に7.1～8.2となっており、環
境基準を満足していました。No.2紙敷川で
は、7.0～8.5で推移しており、環境基準を
満足していました。 

降雨時の水素イオン濃度（pH）の測定結
果は、令和元年7月14日において、No.1国分
川が7.2～7.3、No.3大津川が6.9～7.4、No.4
金山落が7.4～7.7、No.5神崎川が7.5、No.6
二重川が7.5～8.0で推移しており、環境基
準を満足していました。No.2紙敷川が7.5
～7.7で推移しており、環境基準を満足して
いました。 
令和元年 9月 18 日において、No.1 国分川
が 6.8～7.1、No.4 金山落が 7.1～7.4、No.5
神崎川が7.1～7.3、No.6二重川が7.6～7.7
で推移しており、環境基準を満足していま
した。一方、No.2 紙敷川が 6.8～7.2 で推
移しており、環境基準を満足していました。
ただし、No.3 大津川が 6.4 で推移し、環境
基準の下限値 6.5 を下回っていました。 
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表 16.1-2(19) その他、準備書からの主な修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P11-29 

第11章 

表11-1(28) 

【河川利用の状況】 

水道資源の状況は、江戸川を水源とする

県営水道から水道用水の供給を受けていま

す。県営水道以外では、松戸市、柏市、白

井市では市営水道事業があります。県営水

道の取水量の約 75％は表流水となってお

り、地下水の取水は約 0.06％と非常に少な

い状況です。市営の水道事業では、松戸市

及び柏市が地下水と浄水受水を水源として

おり、表流水（河川）の取水は無い状況で

す。白井市は浄水受水のみとなっています。

調査地域には、農業用水の取水口は江戸

川から取水する小山揚水機場が存在しま

す。 

【河川利用の状況】 

水道資源の状況は、江戸川、利根川及び

印旛沼を水源とする県営水道から、上水道

の供給を受けています。県営水道以外では、

松戸市、柏市、八千代市、印西市、白井市

では市営水道事業があります。県営水道の

取水量の約 75％は表流水となっています。

市営の水道事業では、松戸市、柏市、八千

代市、印西市が地下水と浄水受水を水源と

しており、表流水（河川）の取水は無い状

況です。白井市は浄水受水のみとなってい

ます。 

調査地域には、農業用水の取水口は江戸

川から取水する小山揚水機場、神崎川から

取水する河原子揚水機場、新白井橋揚水機

場、新二重川橋揚水機場、神々廻西揚水機

場、小室(第二)揚水機場等が存在します。

P11-30 

第11章 

表11-1(29) 

【地下水の状況】 

 ― 

【地下水の状況】 

令和元年 8 月～令和 2年 7月における深層

地下水Ds4層の水位変動幅は、約1.9～2.2m

（平均約 2.1m）でした。 

また、帯水層毎の地下水位標高は、浅層地

下水 Ds1 層が高く、深層地下水 Ds2 層から

深層地下水 Ds3 層、深層地下水 Ds4 層の順

に帯水層深度が深くなるに従って地下水位

標高が低くなる傾向があります。 

P11-32 

第11章 

表11-1(31) 

【帯水層の地質・水理の状況、16～19 行目】

層厚は、ボーリング調査で Ds3 層の下端深

度を未確認のため、29.7m 以上と推定され

ます。 

 

【帯水層の地質・水理の状況、26～35 行目】

 ― 

【帯水層の地質・水理の状況、16～19 行目】

層厚は 21.3～23.8m 程度と推定されます。

 

 

 

【帯水層の地質・水理の状況、26～35 行目】

Ds4 層は、礫混じり細砂～砂礫を主体とし、

国分川付近の深度の深いボーリングでのみ

確認されています。ボーリング調査では

Ds4 層の下端深度は未確認です。産業技術

総合研究所地質総合センター発行の「都市

域の地質地盤図（千葉県北部地域（説明

書））」によると、本層は Ds1～Ds3 層と同

様に東から西に向かって緩く傾斜してお

り、国分川沿いが最も低くなります。地下

水位標高（No.10）は 0.9～2.7m と上位の帯

水層よりも低い状態にあります。 
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表 16.1-2(20) その他、準備書からの主な修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P11-34 

第11章 

表11-1(33) 

【予測結果 7～9 行目】 

予測の結果、オオタカについては、1つの

つがいの営巣中心域を改変することとなる

ため、生息環境は保全されないおそれがあ

ると予測されます。 

 

【環境保全措置及び事後調査 3 つ目の表

実施内容 位置 内容】 

河川橋梁、交差点部 

 

【予測結果 7～10 行目】 

予測の結果、オオタカについては、1つの

つがいの営巣中心域を改変することとなる

ため、生息環境は保全されない、または保

全されないおそれがあると予測されます。

 

【環境保全措置及び事後調査 3 つ目の表

実施内容 位置 内容】 

照明設置箇所 

P11-36 

第11章 

表11-1(35) 

【環境保全措置及び事後調査 2 つ目の表

実施内容 位置 内容】 

河川橋梁、交差点部 

【環境保全措置及び事後調査 2 つ目の表

実施内容 位置 内容】 

照明設置箇所 

P11-37  

第11章 

表11-1(36) 

【環境保全措置「移植」 実施内容 位置

内容】 

生育地近傍 

【環境保全措置「移植」 実施内容 位置

内容】 

生育地近傍の適切な場所 

P11-38 

第11章 

表11-1(37) 

【環境保全措置及び事後調査 3 つ目の表

実施内容 位置 内容】 

河川橋梁、交差点部 

【環境保全措置及び事後調査 3 つ目の表

実施内容 位置 内容】 

照明設置箇所 

P11-41 

第11章 

表11-1(40) 

【環境保全措置及び事後調査 10～18 行目】

なお、環境保全措置の具体化にあたっては、

実施主体である事業者が、事業実施段階に

おいて専門家等の意見を聴取しながら適切

に行うものとします。 

【環境保全措置及び事後調査 10～18 行目】

なお、構造、デザイン等については、橋

梁の桁厚を薄くする等について検討しま

す。遮音壁を含む道路付属物についても、

周辺地域と調和するよう、デザイン及び色

彩等に配慮します。 

また、環境保全措置の具体化にあたって

は、実施主体である事業者が、事業実施段

階において専門家等の意見を聴取しながら

適切に行うものとします。 

P11-43 

第11章 

表11-1(42) 

【予測結果】 

 

【建設発生木材 2 行目】 

建設発生木材については、樹木の伐採に伴

い、約 13,000m3が発生するものと予測され

ます。 

【予測結果】 

 

【建設発生木材 2 行目】 

建設発生木材については、樹木の伐採に伴

い、約 3,200m3が発生するものと予測され

ます。 
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表 16.1-2(21) その他、準備書からの主な修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P13-1 

第13章 

表13-1 

【委託先追加】 【委託先追加】 

資料編 

P1-5～10 

第1章1.2 

【項目の追加】 

 ― 

【項目の追加】 

1.2 都市計画対象道路事業実施区域 詳

細 

資料編 

P5-5、18、19、

21 

第5章5.2 

図5.2-1(4)、

(17)、(18)、(20) 

【図の修正】 

 ― 

【図の修正】 

Ds4 層を追加 

資料編 

第6章 

【章の追加】 

 ― 

【章の追加】 

第 6 章として地盤沈下を追加 

資料編 

P7-2 

第7章7.1 

表7.1-2 

【行の追加】 

 ― 

 

 

【種数の合計】 

75 

 

【表の注釈 4～5 行目】 

 ― 

【行の追加】 

左 19 行目 トビ 

左 31 行目 ハヤブサ 

 

【種数の合計】 

77 

 

【表の注釈 4～5 行目】 

注 3)本目録には、鳥類（一般鳥類）調査で

確認された種と鳥類（猛禽類）調査で確認

された猛禽類の種を整理した。 

資料編 

P8-14～18 

第8章8.3 

【項目の追加】 

 ― 

【項目の追加】 

8.3 現存植生図（1/10,000） 

資料編 

P11-1 

第11章11.1.1 

表11.1-1 

【内容】 【内容】 

 



16-33 

 

表 16.1-2(22) その他、準備書からの主な修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

資料編 

P11-2 

第11章11.1.2 

【建設汚泥 1.トンネル工事】 

 ― 

【建設汚泥 1.トンネル工事】 

建設汚泥の発生量は、既往の環境影響評価

書等を参照し、シールド施工区間の発生土

量の約 50％として算出しました。 

 

【表の追加】 

資料編 

P11-4～5 

第11章11.1.2 

【建設発生木材 1.森林の伐採 2 行目】

当該事業により発生する山林と果樹園の改

変面積を算出し、単位面積あたりの伐採量

を山林 0.141m3/m2、果樹園 0.027m3/m2とし

て設定して算出された全体の伐採量を建設

発生木材としています。 

 

【建設発生木材 1.森林の伐採 5 行目以

降を追加】 

 ― 

 

【建設発生木材 1.森林の伐採 2 行目】

当該事業により発生する山林と果樹園の改

変面積を算出し、単位面積あたりの伐採量

を山林 0.035m3/m2、果樹園 0.007m3/m2とし

て設定して算出された全体の伐採量を建設

発生木材としています。 

 

【建設発生木材 1.森林の伐採 5 行目以

降を追加】 

①森林の単位面積あたりの伐採量の根拠 

②果樹園の単位面積あたりの伐採量の根拠

資料編 

P11-6 

第11章11.1.3 

【項目追加】 

 ― 

【項目追加】 

11.1.3 建設副産物の適正処理 
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16.2 補正前の評価書から評価書への修正 

環境影響評価法第23条に基づく環境大臣の意見を勘案して述べられた同法第24条に基づく環

境保全の見地からの国土交通省関東地方整備局長意見及び都市計画同意権者意見を勘案して補

正前の環境影響評価書の記載事項について検討を加え、補正後の評価書において行った修正等

を表16.2-1及び表16.2-2に示します。なお、表現の適正化及び誤字、脱字等の訂正については

適宜行いました。 

 

表 16.2-1(1) 国土交通省関東地方整備局長意見及び都市計画同意権者意見を踏まえた 

補正前の評価書の記載事項の修正内容 

 

評価書の頁 補正前の評価書 評価書 

P3-34 

第3章3.3 

【16～19 行目】 

トンネル工事に伴い発生する建設発

生土等を仮置きする場所については、関

係法令を遵守して適切に対応するとと

もに、工事着手前に関係機関や周辺住民

への情報提供を行います。 

【16～19 行目】 

トンネル工事に伴い発生する建設発生土

等を仮置きする場所については、周辺の生活

環境及び自然環境への影響が懸念される区

域を回避し関係法令を遵守し、仮置場までの

適切な運搬及び仮置場における適切な管理

を図り、建設発生土の飛散、流出等による周

辺環境への影響を回避又は極力低減するよ

うに適切に対応するとともに、工事着手前に

関係機関や周辺住民への情報提供を行いま

す。 

P3-35 

第3章3.3 

【2～4行目】 

・濁水、アルカリ排水が発生する場合、

濁水処理や中和処理等、事業実施段階

において、関係機関と協議して適切に

処理します。 

【2～4行目】 

・裸地等から発生する濁水やコンクリート打

設工事などに伴い発生するコンクリート

養生水などのアルカリ排水による水環境

への影響については、事業実施段階におい

て、濁水処理や中和処理等、関係機関と協

議して適切に処理します。 

 【9～14 行目】 

・事業実施に当たっては、省エネ設備の

導入等により、供用後における温室効

果ガス排出量の低減に努めます。 

【9～14 行目】 

・事業実施に当たっては、省エネ設備の導入

等により、供用後における温室効果ガス排

出量の低減に努めるとともに、本事業の供

用前後における温室効果ガス排出量の変

化の把握を検討します。 

・また、地球温暖化対策の推進に関する法律

（平成 10 年法律第 117 号）に基づき、当

該都市計画の目的の達成との調和を図り

つつ、地球温暖化対策に係る関係地方公共

団体の実行計画と連携して温室効果ガス

の排出の抑制等が行われるよう配意しま

す。 
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表 16.2-1(2) 国土交通省関東地方整備局長意見及び都市計画同意権者意見を踏まえた 

補正前の評価書の記載事項の修正内容 

評価書の頁 補正前の評価書 評価書 

P10.1-78 

第10章10.1 

【4～9行目】 

・・・環境保全措置として「散水」を実

施することにより、環境影響を低減して

います。 

【4～9行目】 

・・・環境保全措置として「散水」を実施

することにより、環境影響を低減していま

す。なお、散水により公共用水域への濁水の

流入が懸念される場合には、適切に対応しま

す。 

さらに、「作業方法の配慮」を実施するこ

とにより、環境影響のできる限り回避又は低

減を図ります。粉じん等の状況や環境保全措

置の効果について確認し、その状況に応じ、

適切な措置を講じます。 

P10.2-51 

第10章10.2 

【4～8行目】 

なお、環境保全措置の具体化にあたっ

ては、実施主体である事業者が、事業実

施段階において景観や日照への影響に

ついて配慮しながら、土地利用状況、住

居等の立地条件を踏まえながら、遮音壁

の高さ、設置範囲、構造等について適切

に検討します。 

【4～8行目】 

なお、環境保全措置の具体化にあたって

は、実施主体である事業者が、事業実施段階

において道路構造の詳細な設計を行った上

で、景観や日照への影響について配慮しなが

ら、土地利用状況、住居等の立地条件を踏ま

え、基準等との整合が図られるように、具体

的な遮音壁の高さ、設置範囲、構造等につい

て検討します。また、設置後においても、そ

の機能及び効果が継続的に維持されるよう

適切な管理に努めます。 

P10.2-61 

第10章10.2 

【10～13 行目】 

さらに、「排水性舗装の敷設」を実施

することにより、環境影響のできる限り

低減を図ります。 

【10～13 行目】 

さらに、「排水性舗装の敷設」を実施する

ことにより、環境影響のできる限り低減を図

ります。なお、騒音規制法に基づき、市にお

いて実施される自動車騒音の常時監視の結

果をふまえ、本環境影響評価の段階において

予測し得なかった著しい環境への影響が生

じた場合には、専門家等の助言を踏まえ、必

要に応じて環境監視についても実施し、必要

な措置を講じます。 

P10.2-85 

第10章10.2 

【6～8行目】 

さらに、「低騒音型建設機械の採用」

及び「作業方法の配慮」を実施すること

により、環境影響のできる限り回避又は

低減を図ります。 

【6～8行目】 

さらに、「低騒音型建設機械の採用」及び

「作業方法の配慮」を実施することにより、

環境影響のできる限り回避又は低減を図り

ます。なお、騒音の状況や環境保全措置の効

果について確認し、その状況に応じ、適切な

措置を講じます。 
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表 16.2-1(3) 国土交通省関東地方整備局長意見及び都市計画同意権者意見を踏まえた 

補正前の評価書の記載事項の修正内容 

 

評価書の頁 補正前の評価書 評価書 

P10.6-21 

第10章10.6 

【4～7行目】 

環境保全措置の具体化にあたっては、

実施主体である事業者が、事業実施段階

において、関係機関との協議及び専門家

等からの意見指導を得ながら検討しま

す。 

【4～7行目】 

なお、環境保全措置の具体化にあたって

は、実施主体である事業者が、事業実施段階

において、関係機関との協議及び専門家等か

らの意見指導を得ながら検討します。また、

通水工法等の環境保全措置については、その

機能及び効果が継続的に維持される適切な

対策を行います。 

P10.6-22 

第10章10.6 

【事後調査・全体】 

採用した予測手法は、地下水位の変動

量を既存資料調査及び現地調査の結果

に基づいて作成したモデルにより、三次

元浸透流解析手法による数値シミュレ

ーションを行った結果を用いて、河川の

流量への影響を予測していることから、

予測の不確実性は小さいと考えられま

す。 

また、採用した環境保全措置について

効果に係る知見が十分に把握されてい

ると判断でき、効果の不確実性は小さい

と考えられることから、事後調査は実施

しないものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表の追加】 

 － 

【事後調査・全体】 

(1) 事後調査の必要性 

予測手法は、地下水位の変動量を既存資料

調査及び現地調査の結果に基づいて作成し

たモデルにより、三次元浸透流解析手法によ

る数値シミュレーションを行った結果を用

いて、河川の流量への影響を予測しているこ

とから、予測の不確実性は小さいと考えられ

ます。 

環境保全措置は、既存の知見及び事例、専

門家等の意見を参考に適切に実施すること

から、環境保全措置の効果の不確実性は小さ

いと考えますが、保全措置の内容をより詳細

なものにするため、環境影響評価法に基づく

事後調査を実施します。 

実施する事後調査の概要を表 10.6.1-9 に

示します。 

 

(2) 事後調査の結果により環境影響の程度

が著しいことが判明した場合の対応 

事後調査の結果により、事前に予測し得な

い事業の実施による環境上の著しい影響が

生じることが判明した場合は、事業者が関係

機関と協議し、専門家の意見を得ながら適切

な措置を講じます。 

 

(3) 事後調査結果の公表方法 

事後調査結果の公表方法については、事業

者が行うものとしますが、公表時期・方法に

ついては、関係機関と連携しつつ、適切に実

施します。 

 

【表の追加】 

 表 10.6.1-9 を追加 
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表 16.2-1(4) 国土交通省関東地方整備局長意見及び都市計画同意権者意見を踏まえた 

補正前の評価書の記載事項の修正内容 

 

 

評価書の頁 補正前の評価書 評価書 

P10.6-78 

第10章10.6 

【4～7行目】 

環境保全措置の具体化にあたっては、

実施主体である事業者が、事業実施段階

において、関係機関との協議及び専門家

等からの意見指導を得ながら検討しま

す。 

【4～7行目】 

なお、環境保全措置の具体化にあたって

は、実施主体である事業者が、事業実施段階

において、関係機関との協議及び専門家等か

らの意見指導を得ながら検討します。また、

通水工法等の環境保全措置については、その

機能及び効果が継続的に維持される適切な

対策を行います。 

P10.6-79 

第10章10.6 

 

【事後調査・全体】 

採用した予測手法は、地下水位の変動

量を既存資料調査及び現地調査の結果

に基づいて作成したモデルにより、三次

元浸透流解析手法による数値シミュレ

ーションを行っていることから、予測の

不確実性は小さいと考えられます。 

また、採用した環境保全措置について

効果に係る知見が十分に把握されてい

ると判断でき、効果の不確実性は小さい

と考えられることから、事後調査は実施

しないものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表の追加】 

 － 

【事後調査・全体】 

(1) 事後調査の必要性 

予測手法は、地下水位の変動量を既存資料

調査及び現地調査の結果に基づいて作成し

たモデルにより、三次元浸透流解析手法によ

る数値シミュレーションを行っていること

から、予測の不確実性は小さいと考えられま

す。 

環境保全措置は、既存の知見及び事例、専

門家等の意見を参考に適切に実施すること

から、環境保全措置の効果の不確実性は小さ

いと考えますが、保全措置の内容をより詳細

なものにするため、環境影響評価法に基づく

事後調査を実施します。 

実施する事後調査の概要を表10.6.2-22に

示します。 

 

(2) 事後調査の結果により環境影響の程度

が著しいことが判明した場合の対応 

事後調査の結果により、事前に予測し得な

い事業の実施による環境上の著しい影響が

生じることが判明した場合は、事業者が関係

機関と協議し、専門家の意見を得ながら適切

な措置を講じます。 

 

(3) 事後調査結果の公表方法 

事後調査結果の公表方法については、事業

者が行うものとしますが、公表時期・方法に

ついては、関係機関と連携しつつ、適切に実

施します。 

 

【表の追加】 

 表 10.6.2-22 を追加 
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表 16.2-1(5) 国土交通省関東地方整備局長意見及び都市計画同意権者意見を踏まえた 

補正前の評価書の記載事項の修正内容 

 

評価書の頁 補正前の評価書 評価書 

P10.7-32 

第10章10.7 

【4～7行目】 

環境保全措置の具体化にあたっては、

実施主体である事業者が、事業実施段階

において、関係機関との協議及び専門家

等からの意見指導を得ながら検討しま

す。 

 

 

【4～7行目】 

なお、環境保全措置の具体化にあたって

は、実施主体である事業者が、事業実施段階

において、関係機関との協議及び専門家等か

らの意見指導を得ながら検討します。また、

通水工法等の環境保全措置については、その

機能及び効果が継続的に維持される適切な

対策を行います。 

P10.7-33 

第10章10.7 

 

【事後調査・全体】 

採用した予測手法は、地下水位の変動

量を既存資料調査及び現地調査の結果

に基づいて作成したモデルにより、三次

元浸透流解析手法による数値シミュレ

ーションを行った結果を用いて、圧密理

論式により地盤への影響を予測してい

ることから、予測の不確実性は小さいと

考えられます。 

また、採用した環境保全措置について

効果に係る知見が十分に把握されてい

ると判断でき、効果の不確実性は小さい

と考えられることから、事後調査は実施

しないものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表の追加】 

 － 

【事後調査・全体】 

(1) 事後調査の必要性 

予測手法は、地下水位の変動量を既存資料

調査及び現地調査の結果に基づいて作成し

たモデルにより、三次元浸透流解析手法によ

る数値シミュレーションを行った結果を用

いて、圧密理論式により地盤への影響を予測

していることから、予測の不確実性は小さい

と考えられます。 

環境保全措置は、既存の知見及び事例、専

門家等の意見を参考に適切に実施すること

から、環境保全措置の効果の不確実性は小さ

いと考えますが、保全措置の内容をより詳細

なものにするため、環境影響評価法に基づく

事後調査を実施します。 

実施する事後調査の概要を表10.7.1-17に

示します。 

 

(2) 事後調査の結果により環境影響の程度が

著しいことが判明した場合の対応 

事後調査の結果により、事前に予測し得な

い事業の実施による環境上の著しい影響が

生じることが判明した場合は、事業者が関係

機関と協議し、専門家の意見を得ながら適切

な措置を講じます。 

 

(3) 事後調査結果の公表方法 

事後調査結果の公表方法については、事業

者が行うものとしますが、公表時期・方法に

ついては、関係機関と連携しつつ、適切に実

施します。 

 

【表の追加】 

 表 10.7.1-17 を追加 
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表 16.2-1(6) 国土交通省関東地方整備局長意見及び都市計画同意権者意見を踏まえた 

補正前の評価書の記載事項の修正内容 

評価書の頁 補正前の評価書 評価書 

P11-1 

第11章 

【8行目】 

なお、「動物」、「植物」、「生態系」

については、・・・ 

【8行目】 

なお、「水文環境」、「地盤」、「動物」、

「植物」、「生態系」については、・・・

P11-5 

第11章 

表11-1(4) 

【評価結果 6～10 行目】 

また、予測値が整合を図るべき基準等を

超えている箇所については、環境保全措置

として「散水」を実施することにより、環

境影響を低減しています。 

 

 

 

【評価結果 11～14 行目】 

さらに、「作業方法の配慮」を実施する

ことにより、環境影響のできる限り回避又

は低減を図ります。 

【評価結果 6～10 行目】 

また、予測値が整合を図るべき基準等を

超えている箇所については、環境保全措置

として「散水」を実施することにより、環

境影響を低減しています。なお、散水によ

り公共用水域への濁水の流入が懸念され

る場合には、適切に対応します。 

 

【評価結果 11～14 行目】 

さらに、「作業方法の配慮」を実施する

ことにより、環境影響のできる限り回避又

は低減を図ります。粉じん等の状況や環境

保全措置の効果について確認し、その状況

に応じ、適切な措置を講じます。 

P11-11 

第11章 

表11-1(10) 

【環境保全措置 7～16 行目】 

なお、環境保全措置の具体化にあたって

は、実施主体である事業者が、事業実施段

階において景観や日照への影響について

配慮しながら、土地利用状況、住居等の立

地条件を踏まえながら、遮音壁の高さ、設

置範囲、構造等について適切に検討しま

す。 

【環境保全措置 7～16 行目】 

なお、環境保全措置の具体化にあたって

は、実施主体である事業者が、事業実施段

階において道路構造の詳細な設計を行っ

た上で、景観や日照への影響について配慮

しながら、土地利用状況、住居等の立地条

件を踏まえ、基準等との整合が図られるよ

うに、具体的な遮音壁の高さ、設置範囲、

構造等について適切に検討します。また、

設置後においても、その機能及び効果が継

続的に維持されるよう適切な管理に努め

ます。また、設置後においても、その機能

及び効果が継続的に維持されるよう適切

な管理に努めます。 

 【評価結果 10～16 行目】 

さらに、「排水性舗装の敷設」を実施す

ることにより、環境影響のできる限り低減

を図ります。 

【評価結果 10～16 行目】 

さらに、「排水性舗装の敷設」を実施す

ることにより、環境影響のできる限り低減

を図ります。なお、騒音規制法に基づき、

市において実施される自動車騒音の常時

監視の結果をふまえ、本環境影響評価の段

階において予測し得なかった著しい環境

への影響が生じた場合には、専門家等の助

言を踏まえ、必要に応じて環境監視につい

ても実施し、必要な措置を講じます。 
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表 16.2-1(7) 国土交通省関東地方整備局長意見及び都市計画同意権者意見を踏まえた 

補正前の評価書の記載事項の修正内容 

 

評価書の頁 補正前の評価書 評価書 

P11-19 

第11章 

表11-1(18) 

【評価結果 10～14 行目】 

さらに、「低騒音型建設機械の採用」及

び「作業方法の配慮」を実施することによ

り、環境影響のできる限り回避又は低減を

図ります。 

【評価結果 10～14 行目】 

さらに、「低騒音型建設機械の採用」及

び「作業方法の配慮」を実施することによ

り、環境影響のできる限り回避又は低減を

図ります。なお、騒音の状況や環境保全措

置の効果について確認し、その状況に応

じ、適切な措置を講じます。 

P11-29 

第11章 

表11-1(28) 

【環境保全措置 13～19 行目】 

 ― 

【環境保全措置 13～19 行目】 

なお、環境保全措置の具体化にあたって

は、実施主体である事業者が、事業実施段

階において、関係機関との協議及び専門家

等からの意見指導を得ながら検討します。

また、通水工法等の環境保全措置について

は、その機能及び効果が継続的に維持され

る適切な対策を行います。 

 

 【事後調査・全体】 

＜事後調査＞ 

採用した予測手法は、地下水位の変動量

を既存資料調査及び現地調査の結果に基

づいて作成したモデルにより、三次元浸透

流解析手法による数値シミュレーション

を行った結果を用いて、河川の流量への影

響を予測していることから、予測の不確実

性は小さいと考えられます。 

また、採用した環境保全措置について効

果に係る知見が十分に把握されていると

判断でき、効果の不確実性は小さいと考え

られることから、事後調査は実施しないも

のと 

します。 

【事後調査・全体】 

＜事後調査＞ 

河川については、保全措置の内容をより

詳細なものにするため、環境影響評価法に

基づく事後調査を実施します。 

 

 

＜事後調査の結果により環境影響の程度が

著しいことが判明した場合の対応＞ 

事後調査の結果により、事前に予測し得

ない事業の実施による環境上の著しい影

響が生じることが判明した場合は、事業者

が関係機関と協議し、専門家の意見を得な

がら適切な措置を講じます。 

 

＜事後調査結果の公表方法＞ 

事後調査結果の公表方法については、事

業者が行うものとしますが、公表時期・方

法については、関係機関と連携しつつ、適

切に実施します。 
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表 16.2-1(8) 国土交通省関東地方整備局長意見及び都市計画同意権者意見を踏まえた 

補正前の評価書の記載事項の修正内容 

 

評価書の頁 補正前の評価書 評価書 

P11-30～31 

第11章 

表11-1(29)

～(30) 

【環境保全措置 7～13 行目】 

 ― 

 

【環境保全措置 7～13 行目】 

なお、環境保全措置の具体化にあたって

は、実施主体である事業者が、事業実施段階

において、関係機関との協議及び専門家等か

らの意見指導を得ながら検討します。また、

通水工法等の環境保全措置については、その

機能及び効果が継続的に維持される適切な

対策を行います。 

 【事後調査・全体】 

＜事後調査＞ 

採用した予測手法は、地下水位の変動

量を既存資料調査及び現地調査の結果

に基づいて作成したモデルにより、三次

元浸透流解析手法による数値シミュレ

ーションを行っていることから、予測の

不確実性は小さいと考えられます。 

また、採用した環境保全措置について

効果に係る知見が十分に把握されてい

ると判断でき、効果の不確実性は小さい

と考えられることから、事後調査は実施

しないものとします。 

【事後調査・全体】 

＜事後調査＞ 

地下水については、保全措置の内容をより

詳細なものにするため、環境影響評価法に基

づく事後調査を実施します。 

 

 

＜事後調査の結果により環境影響の程度が著

しいことが判明した場合の対応＞ 

事後調査の結果により、事前に予測し得な

い事業の実施による環境上の著しい影響が

生じることが判明した場合は、事業者が関係

機関と協議し、専門家の意見を得ながら適切

な措置を講じます。 

 

＜事後調査結果の公表方法＞ 

事後調査結果の公表方法については、事業

者が行うものとしますが、公表時期・方法に

ついては、関係機関と連携しつつ、適切に実

施します。 
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表 16.2-1(9) 国土交通省関東地方整備局長意見及び都市計画同意権者意見を踏まえた 

補正前の評価書の記載事項の修正内容 

 

評価書の頁 補正前の評価書 評価書 

P11-32～33 

第11章 

表11-1(31)

～(32) 

【環境保全措置 13～19 行目】 

 ― 

 

【環境保全措置 13～19 行目】 

なお、環境保全措置の具体化にあたって

は、実施主体である事業者が、事業実施段階

において、関係機関との協議及び専門家等か

らの意見指導を得ながら検討します。また、

通水工法等の環境保全措置については、その

機能及び効果が継続的に維持される適切な

対策を行います。 

 【事後調査・全体】 

＜事後調査＞ 

採用した予測手法は、地下水位の変動

量を既存資料調査及び現地調査の結果

に基づいて作成したモデルにより、三次

元浸透流解析手法による数値シミュレ

ーションを行った結果を用いて、圧密理

論式により地盤への影響を予測してい

ることから、予測の不確実性は小さいと

考えられます。 

また、採用した環境保全措置について

効果に係る知見が十分に把握されてい

ると判断でき、効果の不確実性は小さい

と考えられることから、事後調査は実施

しないものとします。 

【事後調査・全体】 

＜事後調査＞ 

地盤については、保全措置の内容をより詳

細なものにするため、環境影響評価法に基づ

く事後調査を実施します。 

 

 

＜事後調査の結果により環境影響の程度が

著しいことが判明した場合の対応＞ 

事後調査の結果により、事前に予測し得な

い事業の実施による環境上の著しい影響が

生じることが判明した場合は、事業者が関係

機関と協議し、専門家の意見を得ながら適切

な措置を講じます。 

 

＜事後調査結果の公表方法＞ 

事後調査結果の公表方法については、事業

者が行うものとしますが、公表時期・方法に

ついては、関係機関と連携しつつ、適切に実

施します。 
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表 16.2-1(10) 国土交通省関東地方整備局長意見及び都市計画同意権者意見を踏まえた 

補正前の評価書の記載事項の修正内容 

 

評価書の頁 補正前の評価書 評価書 

P12-1 

第12章12.1 

表12.1-1(1) 

【表の追加】 

 ― 

【表の追加】 

 水文環境、地盤を追加 
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表 16.2-2(1) その他、補正前の評価書からの主な修正内容 

 

評価書の頁 補正前の評価書 評価書 

全体  ― 誤記を修正しました。 

P3-3 

第3章3.2 

【5 行目】 

その位置は、図 3.2-1 に示すとおりで

す。 

【5行目】 

その位置は、図 3.2-1、図 3.2-2 に示すと

おりです。 

P3-5～9 

第3章3.2 

図 3.2-2(1)

～(5) 

【図の追加】 

 ― 

【図の追加】 

図 3.2-2(1)～(5)の追加 

P3-11 

第3章3.2 

図 3.2-1 

【注釈の追加】 

 ― 

【注釈の追加】 

※最新の平成 27 年度の道路交通センサスの

実測交通量と、平成 27 年の現況道路ネット

ワークを設定して推計した交通量を比較し、

再現性の確認を行っており、その結果、相関

係数 0.98 と再現性が高いことが確認されて

いることから、計画交通量は妥当であると考

えています。 

P3-15 

第3章3.2 

図 3.2-4(1) 

【図説明の修正】 

上段 

1）地下式区間（1） 

 

中段 

2）地表式区間（2） 

 

下段 

3）嵩上げ式区間（1） 

【図説明の修正】 

上段 

専用部：1）地下式区間 

一般部：9）地表式区間 

中段 

専用部：2）地表式区間 

一般部：9）地表式区間 

下段 

専用部：3）嵩上式区間 

一般部：9）地表式区間 

P3-16 

第3章3.2 

図 3.2-4(2) 

【図説明の修正】 

上段 

4）地表式区間（2） 

 

中段 

5）地下式区間（2） 

 

下段 

6)地表式区間（3） 

【図説明の修正】 

上段 

専用部：4）地表式区間 

一般部：9）地表式区間 

中段 

専用部：5）地下式区間 

一般部：10）嵩上式区間 

下段 

専用部：6)地表式区間 

一般部：11）地表式区間 
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表 16.2-2(2) その他、補正前の評価書からの主な修正内容 

 

 

評価書の頁 補正前の評価書 評価書 

P3-17 

第3章3.2 

図 3.2-4(3) 

【図説明の修正】 

上段 

7）嵩上げ式 区間（2） 

 

中段 

8)地表式区間（北総線非並走区間） 

 

下段 

8)地表式区間（北総線並走区間） 

【図説明の修正】 

上段 

専用部：7）嵩上式区間 

一般部：11）地表式区間 

中段 

専用部：8)地表式区間（北総線非並走区間）

一般部：整備済区間 

下段 

専用部：8)地表式区間（北総線非並走区間）

一般部：整備済区間 

P4-21 

第4章

4.1.1.3 

【10 行目】 

・・・松戸市の調査結果を表 4.1-6 に示

します。 

【10 行目】 

・・・松戸市の調査結果を表 4.1-6、図 4.1-13

に示します。 

P4-22 

第4章

4.1.1.3 

図4.1-13 

【図の追加】 

 ― 

【図の追加】 

図 4.1-13 の追加 

P4-49 

第4章

4.1.2.4 

表4.1-15(3) 

【表の修正】 

 松戸市紙敷 1 丁目 

 トリクロロエチレン 0.47 

【表の修正】 

 松戸市紙敷 1 丁目 

 トリクロロエチレン 0.47 

 （環境基準超過に修正） 

P4-63 

第4章

4.1.3.3 

【7～8 行目】 

なお、「平成 27 年度農用地土壌汚染

防止法の施行状況」（平成 28 年 12 月環

境省水・大気環境局）によると、千葉県

では県内全域において 50 地点の農用地

土壌を対象に・・・ 

【7～8行目】 

なお、「平成 30 年度 千葉県環境白書」

（平成 31 年 3 月 千葉県環境生活部環境政

策課）によると、千葉県では県内全域におい

て 20 地点の農用地土壌を対象に・・・ 

P10.1-19 

第10章10.1 

図 10.1.1-4 

(3) 

【図の追加】 

 ― 

 

 

【図後文章の追加】 

 ― 

【図の追加】 

図 10.1.1-4(3)の追加 

 

【図後文章の追加】 

なお、掘割部については、掘割部の区間は

「開口部からの排出が平衡状態に達してい

る場合」に該当すると判断し、一般的な道路

構造である切土部と同様に予測を行ってい

ます。 

P10.1-20 

第10章10.1 

【小見出し修正】 

(a) 一般的な道路構造 

【小見出し修正】 

(a) 一般的な道路構造、インターチェンジ部
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表 16.2-2(3) その他、補正前の評価書からの主な修正内容 

 

 

評価書の頁 補正前の評価書 評価書 

P10.1-26 

第10章10.1 

【7～8行目】 

予測高さは地上 1.5m としました。 

【7～8行目】 

予測高さは地上 1.5m としました。なお、

嵩上式の区間の近傍には、中高層住宅等は存

在しません。 

P10.1-28～36 

第10章10.1 

図 10.1.1-9 

(1)～(9) 

【図の修正】 

 ― 

【図の修正】 

平面図の追加 

P10.1-44 

第10章10.1 

 

【3～6 行目】 

予測に用いた走行速度は、設計速度又

は規制速度としました。 

【3～6行目】 

予測に用いた走行速度は、設計速度又は規

制速度としました。なお、計画路線一般部、

一般国道 464 号（北千葉道路・供用済み一般

部）、一般国道 16 号等の一般道は、一般道

ではあるものの、地域の幹線道路として一定

の走行速度が担保される路線と考えられる

ため、予測に用いる速度は 60km/h としまし

た。 

P10.1-67～71 

第10章10.1 

図 10.1.2-5 

(1)～(14) 

【図の追加】 

 ― 

【図の追加】 

図 10.1.2-5(1)～(14)の追加 

P10.1-76 

第10章10.1 

表 10.1.2-11 

【表注釈の修正】 

注）散水による効果は、「道路環境影響

評価の技術手法（平成 24 年度版）」

における、硬岩掘削に対する散水によ

る基準降下ばいじん量 a の低減効果

を踏まえて、低減効果を検討した。 

【表注釈の修正】 

注）散水による効果は、硬岩掘削に対して、

散水を行う場合に基準降下ばいじん量aが

約 27％まで低減するという知見を参考に

a=4,700 を設定した。 

出典：「道路環境影響評価の技術手法（平

成 24 年度版）」（国土技術政策総合研究

所）」 

P10.1-77 

第10章10.1 

【3～6行目】 

なお、環境保全措置の具体化にあたっ

ては、実施主体である事業者が、事業実

施段階において土地利用状況、住居等の

立地条件を踏まえながら適切に検討し

ます。 

【3～6行目】 

なお、「散水」及び「作業方法の配慮」は、

建設機械の稼働による粉じん等が参考値を

超過している地点以外においても実施しま

すが、詳細な地点や環境保全措置の具体化に

あたっては、実施主体である事業者が、事業

実施段階において土地利用状況、住居等の立

地条件を踏まえながら適切に検討します。 

P10.1-77 

第10章10.1 

表 10.1.2-13 

(2) 

【表の修正】 

他の環境への影響 

特になし 

【表の修正】 

他の環境への影響 

水質（水の濁り）への影響が生じるおそれ

がある 
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表 16.2-2(4) その他、補正前の評価書からの主な修正内容 

評価書の頁 補正前の評価書 評価書 

P10.1-111 

第10章10.1 

【8～12 行目】 

・・・住居等の保全対象への影響に配慮

し、環境負荷の回避又は低減を図ってい

ます。 

また、予測値が整合を図るべき基準等

を超えている箇所については、環境保全

措置として「排出ガス対策型建設機械の

採用」を実施することにより、環境影響

を低減しています。 

【8～12 行目】 

・・・住居等の保全対象への影響に配慮し、

環境負荷の回避又は低減を図っています。 

また、環境保全措置として「排出ガス対策

型建設機械の採用」を実施することにより、

環境影響を低減しています。 

P10.2-15 

第10章10.2 

【1～7行目】 

高架構造物音は大型車類のみを対象

として、無指向性の移動点音源を仮定し

て予測計算を行いました。・・・なお、

a の値は、最も値が大きい鋼床版鋼箱桁

橋の値（a=40.7）の値を用いました。 

 

【1～7行目】 

高架構造物音は、ASJ RTN-Model 2018 に基

づいて大型車類のみを対象※として、無指向

性の移動点音源を仮定して予測計算を行い

ました。・・・なお、a の値は、最も値が大

きい鋼床版鋼箱桁橋の値（a=40.7）の値を用

いました。 

※小型車類の走行による高架構造物音は、

ASJ RTN-Model 2018 において、相対的

に小さいため無視するとされています。

P10.2-18 

第10章10.2 

【6～8行目】 

予測地点を表10.2.1-11及び図10.2.1-7

に示します。 

【6～8行目】 

予測地点を表 10.2.1-11 及び図 10.2.1-7

に示します。なお、背後地の予測は、c)予測

式で示した計算手法を用いて伝搬計算を行

った上で算出しています。 

P10.2-29 

第10章10.2 

【4～7行目】 

・・・騒音の分布状況を資料編（第 3

章騒音 3.1 騒音分布図）に示します。 

 

【4～7行目】 

・・・騒音の分布状況を資料編（第 3章騒音

3.1 騒音分布図）に示します。 

なお、既存道路の交通量は、計画路線の供

用により交通量が変化するため、現況の交通

量ではなく将来交通量により予測を行いま

した。 

P10.2-53 

第10章10.2 

図 10.2.1-10 

(1) 

【図の修正】 

 ― 

【図の修正】 

 側壁吸音板の追加 

P10.2-53～55 

第10章10.2 

図 10.2.1-10 

(1)～(8) 

【図題の修正】 

自動車の走行に係る騒音 遮音壁位

置図 

【図題の修正】 

自動車の走行に係る騒音 遮音壁等位置

図 

 

P10.2-84 

第10章10.2 

表 10.2.2-10 

(3) 

【表の修正】 

実施内容 位置 

規制基準を超過する地点での工事敷地

境界 

【表の修正】 

実施内容 位置 

規制基準を超過する地点での工事敷地境界 

(地点 1,4,6,7,8) 
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表 16.2-2(5) その他、補正前の評価書からの主な修正内容 

 

評価書の頁 補正前の評価書 評価書 

P10.6-14 

第10章10.6 

【6～8行目】 

・・・トンネル工事の実施に係る河川へ

の影響を適切に予測できる地点としま

した。 

【6～8行目】 

・・・トンネル工事の実施に係る河川への影

響を適切に予測できる地点としました。 

また、調査対象帯水層を図 10.6.1-5 に示し

ます。 

P10.6-14～18 

第10章10.6 

【11～24 行目】 

河川流量については、道路（地下式）

の存在及び掘削工事、トンネル工事の実

施により地下水位が最大約 1.6m 低下す

ることにより（第 10 章水文環境 10.6.2

掘削工事、トンネル工事の実施及び道路

（地下式）の存在に係る地下水）の予測

結果参照）、国分川、紙敷川、大津川の

流量が変化すると予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図の追加】 

 ― 

【11～24 行目】 

予測地域は、側方に連続する砂質土が帯水

層となっており、各帯水層間には難透水層で

ある粘性土が分布しています。 

A 層 Ds1 層中を流れる浅層地下水の一部は

河川へと湧出しており、道路（地下式）の存

在及び掘削工事、トンネル工事の実施に伴う

地下水位の変化により河川の流量が変化す

ると考えられます。 

一方で、被圧地下水が帯水する Ds2 層及び

Ds3 層と河川とは、難透水層である厚い粘性

土によって隔てられているため、被圧地下水

が直接河川に湧出することはなく、道路（地

下式）の存在及び掘削工事、トンネル工事の

実施によって地下水位の変化が生じたとし

ても、河川の流量に及ぼす影響は小さいと考

えられます。 

上記内容を踏まえるとともに、道路（地下式）

との位置関係を考慮すると、道路（地下式）

の存在及び掘削工事、トンネル工事の実施に

より、道路（地下式）近傍に位置する国分川、

紙敷川、大津川の流量が変化すると予測され

ます。参考として、河川の流量への影響が生

じると考えられるA層Ds1層の地下水位低下

範囲（「第 10 章 10.6 水文環境 10.6.2 掘

削工事、トンネル工事の実施及び道路（地下

式）の存在に係る地下水」の予測結果参照）

と河川の位置関係を図 10.6.1 7 及び図 

10.6.1 8 に示します。 

 

【図の追加】 

 図 10.6.1-5～図 10.6.1-8 を追加 
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表 16.2-2(6) その他、補正前の評価書からの主な修正内容 

 

評価書の頁 補正前の評価書 評価書 

P10.6-24 

第10章10.6 

表10.6.2-1 

【表題の修正】 

調査の手法 

 

【表の修正】 

【表題の修正】 

地下水調査の手法 

 

【表の修正】 

P10.6-55～59 

第10章10.6 

【項目の追加】 

― 

 

【文章の追加】 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図の追加】 

― 

【項目の追加】 

(2)現況再現解析結果 

 

【文章の追加】 

現況再現解析の結果から、各地下水位観測

孔における解析水位と観測水位、路線周辺の

平面的な地下水位分布が概ね整合している

ことを確認しました。 

現況再現解析結果を図 10.6.2-20～図

10.6.2-22 に、各帯水層の地下水位観測結果

と現況再現解析結果の比較を図10.6.2-23に

示します。 

 

【図の追加】 

 図 10.6.2-20～図 10.6.2-23 を追加 

P10.6-62 

第10章10.6 

図10.6.2-25 

【図の修正】 

 ― 

【図の修正】 

地中連続壁の表記を修正 

P10.7-1 

第10章10.7 

図10.7.1-1 

【表題の修正】 

地盤沈下の調査方法（現地調査） 

 

【表の修正】 

【表題の修正】 

地盤沈下の調査方法 

 

【表の修正】 
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表 16.2-2(7) その他、補正前の評価書からの主な修正内容 

 

評価書の頁 補正前の評価書 評価書 

P10.7-10～12 

第10章10.7 

表10.7.1-7 

(1)～(3) 

【内容及び注釈追加】 

 
 

 

 

 

 

 

【内容及び注釈追加】 
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表 16.2-2(8) その他、補正前の評価書からの主な修正内容 

評価書の頁 補正前の評価書 評価書 

P10.7-23 

第10章10.7 

図10.7.1-12 

【図の修正】 

 ― 

【図の修正】 

地中連続壁の表記を修正 

P10.8-7 

第10章10.8 

表10.8.1-4 

【注釈の修正】 

注 1）用途の区分に応じて、日影となる

部分がその時間以上生じないよう

にしなければならない時間を示す。

【注釈の修正】 

注 1）用途の区分に応じて、日影となる部分

がその時間以上生じないようにしなけ

ればならない時間を示す。 

都市計画対象道路事業実施区域の周辺

において、嵩上式の構造の部分の周辺、

かつ日照阻害の影響が懸念される計画

路線の北側には、第 1種低層住居専用地

域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中

高層住居専用地域、及び第 2 種中高層住

居専用地域は存在しないため、いずれの

地点も参考となる指標は2階で5時間と

した。 

P10.8-8 

第10章10.8 

表10.8.1-6 

【注釈の修正】 

注 2）計画路線に最も近接する住居位置

における日影時間である。 

【注釈の修正】 

注 2）計画路線に最も近接する住居位置にお

ける日影時間である。最も近接する住居

位置では、地点 3 は 8時間、地点 4は 5

時間が予測される。 

P10.8-14 

第10章10.8 

表10.8.1-10 

【注釈の修正】 

注）計画路線に最も近接する住居位置に

おける日影時間である。 

【注釈の修正】 

注）計画路線に最も近接する住居位置におけ

る日影時間である。最も近接する住居位置

では、地点 3は 8 時間、地点 4 は 5時間が

予測される。 

P10.9-166 

第10章10.9 

【事後調査結果の公表方法】 

事後調査結果の公表方法については、

原則として事業者が行うものとします

が、公表時期・方法については、関係機

関と連携しつつ、適切に実施します。 

【事後調査結果の公表方法】 

事後調査結果の公表方法については、事業

者が行うものとしますが、公表時期・方法に

ついては、関係機関と連携しつつ、適切に実

施します。 

P10.10-70 

第10章10.10 

【事後調査結果の公表方法】 

事後調査結果の公表方法については、

原則として事業者が行うものとします

が、公表時期・方法については、関係機

関と連携しつつ、適切に実施します。 

【事後調査結果の公表方法】 

事後調査結果の公表方法については、事業

者が行うものとしますが、公表時期・方法に

ついては、関係機関と連携しつつ、適切に実

施します。 

P10.11-28 

第10章10.11 

【事後調査結果の公表方法】 

事後調査結果の公表方法については、

原則として事業者が行うものとします

が、公表時期・方法については、関係機

関と連携しつつ、適切に実施します。 

【事後調査結果の公表方法】 

事後調査結果の公表方法については、事業

者が行うものとしますが、公表時期・方法に

ついては、関係機関と連携しつつ、適切に実

施します。 
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表 16.2-2(9） その他、補正前の評価書からの主な修正内容 

 

評価書の頁 補正前の評価書 評価書 

P10.12-30 

第10章10.14 

【4～6 行目】 

水平見込角は 18.3 度と構造物は目立つ

値となっていますが、フォトモンタージュ

による結果から確認すると、可視部分はご

くわずかであり、景観資源である大町周辺

の森の眺望にほとんど変化はありません。

また、俯角は 4.0 度と俯瞰景観の中心領域

から外れており・・・ 

【4～6行目】 

・・・水平見込角は 2.2 度と構造物は目立

たず、フォトモンタージュによる結果から

確認すると、可視部分はごくわずかであ

り、景観資源である大町周辺の森の眺望に

ほとんど変化はありません。また、俯角は

0.1度と俯瞰景観の中心領域から外れてお

り・・・ 

P10.12-30 

第10章10.14 

表10.12.1-10 

(5) 

【表の修正】 

水平見込角 18.3° 

俯角     4.0° 

【表の修正】 

水平見込角 2.2° 

俯角    0.1° 

P10.14-6 

第10章10.14 

【6～9 行目】 

また、「千葉県建設リサイクル推進計画

2016」（平成 28 年 3 月千葉県）で設定さ

れた目標値を上回るように再利用・再資源

化に努めます。 

【6～9行目】 

また、「千葉県建設リサイクル推進計画

2016」（平成 28 年 3 月千葉県）で設定さ

れた目標値を上回るように再利用・再資源

化に努めます。なお、「工事間流用の促進」

を行った上で、やむを得ず残土処分が発生

する場合には、事業実施段階において、適

切な対応を図ります。 

P11-5 

第11章 

表11-1(4) 

【環境保全措置 6～9 行目】 

なお、環境保全措置の具体化にあたって

は、・・・。 

 

 

 

 

【表の修正】 

 

【環境保全措置 6～9 行目】 

なお、「散水」及び「作業方法の配慮」

は、建設機械の稼働による粉じん等が参考

値を超過している地点以外においても実

施しますが、詳細な地点や環境保全措置の

具体化にあたっては、・・・。 

 

【表の修正】 

P11-7 

第11章 

表11-1(6) 

【評価結果 6～8行目】 

また、予測値が整合を図るべき基準等を

超えている箇所については、環境保全措置

として「排出ガス対策型建設機械の採用」

を実施することにより、環境影響を低減し

ています。 

【評価結果 6～8行目】 

また、環境保全措置として「排出ガス対

策型建設機械の採用」を実施することによ

り、環境影響を低減しています。 
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表 16.2-2(10） その他、補正前の評価書からの主な修正内容 

 

評価書の頁 補正前の評価書 評価書 

P11-11 

第11章 

表11-1(10) 

【予測結果 7～9 行目】 

 ― 

【予測結果 7～9 行目】 

なお、既存道路の交通量は、計画路線の

供用により交通量が変化するため、現況の

交通量ではなく将来交通量により予測を

行いました。 

P11-19 

第11章 

表11-1(18) 

【環境保全措置 表の修正】 

 

【環境保全措置 表の修正】 

P11-29 

第11章 

表11-1(28) 

【予測結果】 

＜道路（地下式）の存在及び掘削工事、ト

ンネル工事の実施に係る地下水＞ 

河川流量については、道路（地下式）の

存在及び掘削工事、トンネル工事の実施に

より地下水位が最大約 1.6m 低下すること

により（第10章水文環境10.6.2掘削工事、

トンネル工事の実施及び道路（地下式）の

存在に係る地下水）の予測結果参照）、国

分川、紙敷川、大津川の流量が変化すると

予測されます。 

 

 

【予測結果】 

＜道路（地下式）の存在及び掘削工事、ト

ンネル工事の実施に係る河川＞ 

予測地域は、側方に連続する砂質土が帯

水層となっており、各帯水層間には難透水

層である粘性土が分布しています。 

A層 Ds1層中を流れる浅層地下水の一部

は河川へと湧出しており、道路（地下式）

の存在及び掘削工事、トンネル工事の実施

に伴う地下水位の変化により河川の流量

が変化すると考えられます。 

一方で、被圧地下水が帯水する Ds2 層及

び Ds3 層と河川とは、難透水層である厚い

粘性土によって隔てられているため、被圧

地下水が直接河川に湧出することはなく、

道路（地下式）の存在及び掘削工事、トン

ネル工事の実施によって地下水位の変化

が生じたとしても、河川の流量に及ぼす影

響は小さいと考えられます。 

上記内容を踏まえるとともに、道路（地

下式）との位置関係を考慮すると、道路（地

下式）の存在及び掘削工事、トンネル工事

の実施により、道路（地下式）近傍に位置

する国分川、紙敷川、大津川の流量が変化

すると予測されます。 
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表 16.2-2(11） その他、補正前の評価書からの主な修正内容 

評価書の頁 補正前の評価書 評価書 

P11-34 

第11章 

表11-1(33) 

【予測結果 表注釈の修正】 

注 2）計画路線に最も近接する住居位置に

おける日影時間である。 

【予測結果 表注釈の修正】 

注 2）計画路線に最も近接する住居位置に

おける日影時間である。最も近接す

る住居位置では、地点 3は 8 時間、

地点 4は 5 時間が予測される。 

 【評価結果 表注釈の修正】 

注）計画路線に最も近接する住居位置にお

ける日影時間である。 

【評価結果 表注釈の修正】 

注）計画路線に最も近接する住居位置にお

ける日影時間である。最も近接する住

居位置では、地点 3は 8 時間、地点 4

は 5 時間が予測される。 

P11-36 

第11章 

表11-1(35) 

【事後調査結果の公表方法】 

事後調査結果の公表方法については、原則

として事業者が行うものとしますが、公表

時期・方法については、関係機関と連携し

つつ、適切に実施します。 

【事後調査結果の公表方法】 

事後調査結果の公表方法については、事業

者が行うものとしますが、公表時期・方法

については、関係機関と連携しつつ、適切

に実施します。 

P11-38 

第11章 

表11-1(37) 

【事後調査結果の公表方法】 

事後調査結果の公表方法については、原則

として事業者が行うものとしますが、公表

時期・方法については、関係機関と連携し

つつ、適切に実施します。 

【事後調査結果の公表方法】 

事後調査結果の公表方法については、事業

者が行うものとしますが、公表時期・方法

については、関係機関と連携しつつ、適切

に実施します。 

P11-41 

第11章 

表11-1(40) 

【事後調査結果の公表方法】 

事後調査結果の公表方法については、原則

として事業者が行うものとしますが、公表

時期・方法については、関係機関と連携し

つつ、適切に実施します。 

【事後調査結果の公表方法】 

事後調査結果の公表方法については、事業

者が行うものとしますが、公表時期・方法

については、関係機関と連携しつつ、適切

に実施します。 

P11-44 

第11章 

表11-1(43) 

【評価結果 10～15 行目】 

また、「千葉県建設リサイクル推進計画

2016」（平成 28 年 3 月千葉県）で設定さ

れた目標値を上回るように再利用・再資源

化に努めます。 

【評価結果 10～15 行目】 

また、「千葉県建設リサイクル推進計画

2016」（平成 28 年 3 月千葉県）で設定さ

れた目標値を上回るように再利用・再資源

化に努めます。なお、「工事間流用の促進」

を行った上で、やむを得ず残土処分が発生

する場合には、事業実施段階において、適

切な対応を図ります。 
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表16.2-2(12） その他、補正前の評価書からの主な修正内容 

評価書の頁 補正前の評価書 評価書 

P13-1 

第13章 

表13-1 

【表の修正】 【表の修正】 

資料編 

P1-2 

第1章1.1 

【項目の追加】 

 ― 

 

【文章の追加】 

 ― 

【項目の追加】 

1.1.2 特殊部の予測交通量（詳細） 

 

【文章の追加】 

特殊部の平面予測交通量は図 1.1-2 に

示します。 

資料編 

P1-3～7 

図1.1-2(1)～

(5) 

【図の追加】 

 ― 

【図の追加】 

 図1.1-2(1)～(5)の追加 
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表 16.2-2(13） その他、補正前の評価書からの主な修正内容 

 

評価書の頁 補正前の評価書 評価書 

資料編 

P1-29～30 

第1章1.3 

表1.3-6(1)～

(2) 

【内容及び出典追加】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容及び出典追加】 

 

資料編 

P2-48～61 

第2章2.4 

図 2.4-1(1)

～(14) 

【図の修正】 

 ― 

【図の修正】 

各図に横断図を追加 

資料編 

P6-6 

第6章6.1 

図 6.1-3 

【図の修正】 

 ― 

【図の修正】 

地中連続壁の表記を追加 


